
旭川市地域防災計画修正案 新旧対照表
新 旧 備考

1

総則編

（略）

第２節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱

第１ 旭川市

（略）

(7) 避難の指示，誘導及び収容に関すること。

（略）

第４ 指定地方行政機関

（略）

(5) 市が行う避難指示等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の作成に関して，技術的な支援及び
協力を行うこと。

（略）

第３節 市民，事業所等の責務

（略）

第１ 市民

市民は，行政主導のソフト対策には限界があることをしっかりと認識するとともに，自然災害に対して

行政に依存し過ぎることなく，「自らの命は自らが守る」という意識を持ち，自らの判断で主体的な避難

行動をとることが必要である。このため，平常時から災害の発生に備える意識を高め，災害教訓の伝承

や災害に関する知識の習得，災害への備えを行うとともに，災害時には自主的な防災活動に努めるも

のとする。

また，市及び防災関係機関が実施する防災対策に協力するものとする。

総則編

（略）

第２節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱

第１ 旭川市

（略）

(7) 避難の勧告，指示，誘導及び収容に関すること。

（略）

第４ 指定地方行政機関

（略）

(5) 市が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の作成に関して，技術的な支援及び
協力を行うこと。

（略）

第３節 市民，事業所等の責務

（略）

第１ 市民

市民は，旭川市における災害による被害の拡大防止や軽減を図るため，平常時から災害の発生に備

える意識を高め，災害教訓の伝承や災害に関する知識の習得，災害への備えを行うとともに，災害時

には自主的な防災活動に努めるものとする。

また，市及び防災関係機関が実施する防災対策に協力するものとする。

（総－５）

災害対策基本法の

改正に伴う修正

（総－６）

災害対策基本法の

改正に伴う修正

（総－１０）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正
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■市民の責務

（略）

第３ 事業所

事業所は，日常的に災害の発生に備える意識を高め，自ら防災対策を実施しなければならない。こ
のため，従業員や施設利用者の安全確保，二次災害の防止，事業継続，地域への貢献，地域と
の共生等，事業所が災害時に果たす役割を十分に認識し，市，防災関係機関，自主防災組織等が
行う防災対策に協力するなど，防災活動の推進に努めるものとする。
また，旭川商工会議所及びあさひかわ商工会は，中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等

の防災・減災対策の普及を促進するため，本市と連携して，事業継続力強化支援計画の策定に努めるもの
とする。

（略）

震災対策編 第１章 災害予防計画 第１節 災害に強い都市づくり

（略）

第５ 街角危険物の除去

◇現状と方針

（略）

■市民の責務

（略）

第３ 事業所

事業所は，日常的に災害の発生に備える意識を高め，自ら防災対策を実施しなければならな
い。このため，従業員や施設利用者の安全確保，二次災害の防止，事業継続，地域への貢献，地
域との共生等，事業所が災害時に果たす役割を十分に認識し，市，防災関係機関，自主防災組織
等が行う防災対策に協力するなど，防災活動の推進に努めるものとする。

（略）

震災対策編 第１章 災害予防計画 第１節 災害に強い都市づくり

（略）

第５ 街角危険物の除去

◇現状と方針

（略）

（総－１０）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（総－１１）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－４）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－４）

平常時 災害時
○ 避難の方法及び家族との連絡方法（家庭
の避難計画）の確認

○ 「最低３日分，推奨１週間分」の食料，
飲料水，携帯トイレ，トイレットペーパー，
電気を使用しない石油ストーブなど生活
用品等の備蓄，救急用品，モバイルバッテ
リー等の非常持出品の準備

○ 自動車へのこまめな満タン給油
○ 自宅等の暖房・給湯用燃料の確保
○ 隣近所との相互協力関係の構築
○ 災害危険区域等，地域における災害の危
険性の把握

○ 防災訓練，研修会等への積極的参加によ
る防災知識及び応急救護技術の習得

○ 要配慮者の把握
○ 自主防災組織の結成及び活動の推進
○ 家具等の転倒防止
○ 災害教訓の伝承
○ ペットのえさの備蓄，ケージ等の準備

○ 地域における被災状況の把握
○ 近隣の負傷者・要配慮者の救助及び
応急処置への協力
○ 初期消火活動等の応急対策
○ 避難所での自主的活動
○ 防災関係機関の活動への協力
○ 自主防災組織の活動
○ ペットの保護管理
○ 避難についての協力
○ 災害を発見した場合の通報

■落下物対策の推
進

防火地域を中心とした地域における地上３階以上の建築物の窓ガラ
ス，外装材，屋外広告物等を把握し，所有者又は管理者に対して改善指
導等必要な措置を図る。

■ブロック塀等の
倒壊防止

地震によるブロック塀等の倒壊を防止するため，市街地で主要道路や
スクールゾーンに面する既存ブロック塀等については，建築パトロール
などを通じて，点検・補強の推進に努め，安全性を確保する。

平常時 災害時
○ 避難の方法及び家族との連絡方法（家庭
の避難計画）の確認

○ 「最低３日分，推奨１週間分」の食料，
飲料水，携帯トイレ，トイレットペーパー，
電気を使用しない石油ストーブなど生活
用品等の備蓄，救急用品，モバイルバッテ
リー等の非常持出品の準備

○ 隣近所との相互協力関係の構築
○ 災害危険区域等，地域における災害の危
険性の把握

○ 防災訓練，研修会等への積極的参加によ
る防災知識及び応急救護技術の習得

○ 要配慮者の把握
○ 自主防災組織の結成及び活動の推進
○ 家具等の転倒防止
○ 災害教訓の伝承
○ ペットのえさの備蓄，ケージ等の準備

○ 地域における被災状況の把握
○ 近隣の負傷者・要配慮者の救助及び
応急処置への協力

○ 初期消火活動等の応急対策
○ 避難所での自主的活動
○ 防災関係機関の活動への協力
○ 自主防災組織の活動
○ ペットの保護管理
○ 避難についての協力
○ 災害を発見した場合の通報

■落下物対策の推
進

防火地域を中心とした地域における地上３階以上の建築物の窓ガラ
ス，外装材，屋外広告物等を把握し，所有者又は管理者に対して改善指
導等必要な措置を図る。
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第６ 上下水道施設等の整備

（略）

（略）

第２節 災害防止対策の推進

（略）

第１ 土砂災害対策の推進

◇現状と方針

（略）

第３節 災害に強い組織・人の形成

■対策の体系

（略）

第１ 防災体制の整備

（略）

第２ 自主防災活動の推進

（略）

第６ 上下水道施設等の整備

（略）

（略）

第２節 災害防止対策の推進

（略）

第１ 土砂災害対策の推進

◇現状と方針

（略）

第３節 災害に強い組織・人の形成

■対策の体系

（略）

第１ 防災体制の整備

（略）

第２ 自主防災活動の推進

（略）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－５）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－８）

下記第４の修正内

容等を踏まえ，実

情に合わせた修正

（震－９）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－１０）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

■下水道施設のバ

ックアップ化

災害時においても機能を確保するため，河川横断管のバイパス化を検

討するなど，バックアップ機能を充実する。

市内には，法指定の急傾斜地崩壊危険区域，土砂災害警戒区域等があり，その他にも地すべ
り危険箇所，土石流危険渓流及び急傾斜地崩壊危険箇所が多数指定されているため，住民の避
難体制を整備する。

項 目 担 当
第１ 防災体制の整備 防災課，各施設，保育所等，幼稚園，学校
第２ 自主防災活動の推進 防災課，予防指導課，市民安心課
第３ 防災訓練の実施 各部
第４ 防災知識の普及 各部

■防災関係機関と
の連携

本市に係る防災に関する方針や各機関との連携を図るため，次の対策
を推進する。
○ 防災会議の定期的開催
○ 市と他機関との連携についての協議
○ 防災講習会等における協力（水害･土砂災害・防災気象情報に関す
る専門家の派遣等）

■事業継続計画（Ｂ
ＣＰ）等の策定

各事業所は，災害による被害を軽減するため，事業継続計画（ＢＣＰ）
を策定する。
また，災害発生時に職員が迅速かつ適切に行動できるよう，行動マニ

ュアルを作成する。
旭川商工会議所及びあさひかわ商工会は，中小企業等による事業継続

力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進するため，本
市と連携して，事業継続力強化支援計画の策定に努めるものとする。

■下水道施設のバ

ックアップ化

災害時に備え，幹線管渠のループ化や亀吉雨水ポンプ場を活用したバ

ックアップ機能を充実する。

市内には，法指定の急傾斜地崩壊危険区域，地すべり危険区域，土砂災害警戒区域等があり，
その他にも危険箇所及び土石流危険渓流が多数指定されているため地震の揺れによる崩壊防
止対策を推進する。また，住民の避難体制を整備する。

項 目 担 当
第１ 防災体制の整備 防災課，各施設，保育所等，幼稚園，学校
第２ 自主防災活動の推進 防災課，予防指導課，市民安心課
第３ 防災訓練の実施 各部
第４ 防災知識の普及 防災課，予防指導課，市民安心課

■防災関係機関と
の連携

本市に係る防災に関する方針や各機関との連携を図るため，次の対策
を推進する。
○ 防災会議の定期的開催
○ 市と他機関との連携についての協議

■事業継続計画（Ｂ
ＣＰ）等の策定

各事業所は，災害による被害を軽減するため，事業継続計画（ＢＣＰ）
を策定する。
また，災害発生時に職員が迅速かつ適切に行動できるよう，行動マニ

ュアルを作成する。
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第３ 防災訓練の実施

（略）

（略）

第４ 防災知識の普及

（略）

（略）

（略）

【参考】

災害時における地図製品等の供給に関する協定

（略）

第５節 避難環境の整備

第３ 防災訓練の実施

（略）

（略）

第４ 防災知識の普及

（略）

（略）

（略）

【参考】
防災啓発情報等に関する協定
災害時における地図製品等の供給に関する協定

（略）

第５節 避難環境の整備

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－１１）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－１２）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

協定解除

（R3.3.31）

（震－１８）

災害対策基本法の

改正に伴う修正

■保育所等，幼稚園
及び学校の防災
訓練

保育所等や幼稚園及び学校は，災害発生時に適切な行動がとれるよう

実践的な防災訓練を実施する。特に，水害・土砂災害のリスクがある保

育所等や幼稚園及び学校においては，避難確保計画に基づき避難訓練・

防災教育を実施する。

市は，保育所等や幼稚園及び学校において地域の災害リスクに基づい

た定期的な防災訓練を，様々な条件に配慮し，きめ細かく実施又は行う

よう指導し，災害時の避難行動，基本的な防災用資機材の操作方法等の

習熟を図るものとする。

■防災広報の推進 市民，事業所等に防災知識を普及するために，防災広報を推進する。
広報の内容は次のとおりである。
○ 地震・津波に対する心得，一般知識
○ ３日分以上の備蓄，医薬品，ペット用品等の準備
○ 建物の耐震診断と補強，家具の固定，ガラスの飛散防止
○ 災害情報の正確な入手方法
○ 出火の防止及び初期消火の心得
○ 救出・救護に関する事項
○ 避難情報の意味と内容の周知
○ 避難場所，避難路，避難方法等避難対策に関する事項
○ 液状化被害の危険性を示したハザードマップの公表
○ 避難行動要支援者への配慮事項等
○ 大規模盛土造成地マップの公表

また，広報手段は次のとおりである。
○ テレビ，ラジオ，新聞，インターネット，ＳＮＳ等の利用
○ 広報紙及び広報車両の利用
○ 映画，ビデオ等による普及
○ パンフレット等の作成及び配布
○ 講習会，講演会等の開催及び訓練の実施

■避難行動要支援
者の避難支援の
普及啓発

地域において避難行動要支援者を支援する体制が確立されるよう，避
難行動要支援者の避難支援について普及啓発する。
また，防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援セ

ンター・ケアマネジャー）の連携により，高齢者の避難行動に対する理
解の促進を図る。
○ 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の普及啓発

■保育所等，幼稚園
及び学校の防災
訓練

保育所等や幼稚園及び学校は，災害発生時に適切な行動がとれるよう
避難等の防災訓練を実施する。

■防災広報の推進 市民，事業所等に防災知識を普及するために，防災広報を推進する。
広報の内容は次のとおりである。
○ 地震・津波に対する心得，一般知識
○ ３日分以上の備蓄，医薬品，ペット用品等の準備
○ 建物の耐震診断と補強，家具の固定，ガラスの飛散防止
○ 災害情報の正確な入手方法
○ 出火の防止及び初期消火の心得
○ 救出・救護に関する事項

○ 避難場所，避難路，避難方法等避難対策に関する事項

○ 避難行動要支援者への配慮事項等

また，広報手段は次のとおりである。
○ テレビ，ラジオ，新聞，インターネット，ＳＮＳ等の利用
○ 広報紙及び広報車両の利用
○ 映画，ビデオ等による普及
○ パンフレット等の作成及び配布
○ 講習会，講演会等の開催及び訓練の実施

■避難行動要支援
者の避難支援の
普及啓発

地域において避難行動要支援者を支援する体制が確立されるよう，避
難行動要支援者の避難支援について普及啓発する。

○ 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の普及啓発
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（略）

（略）

第６節 応急対策のための環境整備

（略）

第５ 物資供給体制の整備

◇現状と方針

■物資供給の方針

第６ 備蓄体制の整備

（略）

（略）

（略）

第６節 応急対策のための環境整備

（略）

第５ 物資供給体制の整備

◇現状と方針

■物資供給の方針

第６ 備蓄体制の整備

（略）

（震－２１）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－２２）

下記「備蓄体制の

整備」及び備蓄計

画の改訂に伴う修

正

（震－２２）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

■市の防災体制の整

備

市は，避難に関する業務を推進するため，防災体制の構築に努める

とともに，避難情報を発令するための判断や伝達の具体的な基準等を

策定し，住民等の迅速かつ円滑な避難を確保するため高齢者等避難・

避難指示等の意味と内容について，日頃から周知に努める。

災害発生時には，流通経済が停止するために物資の入手が困難な被災者に，食料，生活必需
品等を供給する必要がある。
本市では，これに備えて必要な物資の備蓄に努めるほか，大手スーパー等との協定締結によ
る流通備蓄の活用など，今後も必要に応じた体制整備を推進する。
また，地域内の備蓄物資や物資拠点について物資調達・輸送調整等支援システムにあらかじ
め登録し，供給事業者の保有量と併せ，備蓄量等の把握に努める。

■協定の締結推進 物資の供給体制を強化するために，協定締結業者との連携や，新たな
機関，団体等と協定を締結する。
また，平時から，訓練等を通じて，物資の備蓄状況や運送手段の確認

を行うとともに，協定締結業者等の発災時の連絡先，要請手続等の確認
を行うよう努めるものとする。

災害発生 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目以降

家庭内備蓄の活用

市備蓄品の活用

市内等の流通備蓄の活用

市外の救援・広域応援の活用

■市の防災体制の整

備

市は，避難に関する業務を推進するため，防災体制の構築に努める

とともに，避難勧告等の避難情報を発令するための判断や伝達の具体

的な基準等を策定し，住民等の迅速かつ円滑な避難を確保するため避

難勧告等の意味と内容について，日頃から周知に努める。

災害発生時には，流通経済が停止するために物資の入手が困難な被災者に，食料，生活必需
品等を供給する必要がある。
本市では，これに備えて必要な物資の備蓄に努めるほか，大手スーパー等との協定締結によ
る流通備蓄の活用など，今後も必要に応じた体制整備を推進する。

■協定の締結推進 物資の供給体制を強化するために，協定締結業者との連携や，新た
な機関，団体等と協定を締結する。

災害発生 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目以降

家庭内備蓄の活用

市備蓄品の活用

市内等の流通備蓄の活用

市外の救援・広域応援の活用
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第７ 応援（受援）体制の整備

（略）

（略）

第７節 要配慮者対策のための環境整備

（略）

第１ 要配慮者への街づくり対策

（略）

（略）

第３ 要配慮者利用施設の対策

（略）

■要配慮者利用施設とは

第７ 応援（受援）体制の整備

（略）

（略）

第７節 要配慮者対策のための環境整備

（略）

第１ 要配慮者への街づくり対策

（略）

（略）

第３ 要配慮者利用施設の対策

（略）

■要配慮者利用施設とは

（震－２３）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－２５）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－２８）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－２９）

災害対策基本法の

改正に伴う修正

■市の備蓄の推進 現在，学校等に備蓄庫を設置し，アルファ化米，毛布，暖房器具，非

常用発電機，マスク等を備蓄している。今後も引き続き備蓄の充実を図

る。

○ 備蓄食料及び物資の充実

○ 学校（避難所），総合防災センター，支所等への分散備蓄

○ 乳幼児やアレルギーの方に配慮した備蓄

○ 感染症対策を踏まえた備蓄
○ 備蓄が困難な物資については，民間事業者との災害協定による流
通在庫物資の充実

■受援体制の整備 災害時に自治体や消防機関の応援を受け入れるため，あらかじめ，集

結地の選定，連絡方法，庁内調整等の受入れ体制を検討する。

なお，道との訓練等を通じて，応急対策職員派遣制度を活用した応援

職員の受入れについて，活用方法の習熟，発災時における円滑な活用の

促進に努めるものとする。
○ 災害時受援計画の見直し

■福祉避難所の選

定

避難生活の長期化に備え，要配慮者の生活環境を確保するため，民間

事業者と協定を締結するなど，あらかじめ福祉避難所の設置場所を選定

する。

■災害時の生活確保 各施設において，電気・水道等の供給停止に備えて，施設入所者
が最低限度に生活維持に必要な食料，飲料水，医薬品等の備蓄に努
めるとともに，施設の機能の応急復旧等に必要な防災資機材の整備
に努める。特に，病院，要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に
関わる重要施設の管理者は，発災後72時間の事業継続が可能となる
非常用電源を確保するよう努めるものとする。

高齢者施設（介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム），介護老人保健施設，介護療養型

医療施設，認知症対応型共同生活介護（グループホーム），地域密着型介護老人福祉施設

■市の備蓄の推進 現在，学校等に備蓄庫を設置し，アルファ化米，毛布，暖房器具，非
常用発電機等を備蓄している。今後も引き続き備蓄の充実を図る。

○ 備蓄食料及び物資の充実
○ 学校（避難所），総合防災センター，支所等への分散備蓄
○ 乳幼児やアレルギーの方に配慮した備蓄

■受援体制の整備 災害時に自治体や消防機関の応援を受入れるため，あらかじめ，集結地
の選定，連絡方法，庁内調整等の受入れ体制を検討する。

■福祉避難所の選

定

避難生活の長期化に備え，要配慮者の生活環境を確保するため，あら

かじめ福祉避難所の設置場所を選定する。

■災害時の生活確保 各施設において，食料や物資の備蓄などを整備し，災害時の生活
の確保を行う。

高齢者施設（介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム），介護老人保健施設，介護療養型

医療施設，認知症対応型共同生活介護（グループホーム），地域密着型介護老人福祉施設
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（略）

第２章 災害応急対策計画 第１節 災害応急体制の確立

（略）

第５ 事務分掌

（略）

■市災対本部の組織図

（略）

■災害対策の事務分掌

（略）

（略）

第２章 災害応急対策計画 第１節 災害応急体制の確立

（略）

第５ 事務分掌

（略）

■市災対本部の組織図

（略）

■災害対策の事務分掌

（略）

（震－３７）

組織変更等に伴う

修正

（震－３９）

組織変更等に伴う

修正

入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム），養護老人ホーム，軽費老人ホーム，

生活支援ハウス，サービス付き高齢者向け住宅，高齢者共同住宅（グループハウス等）），

障害児（者）施設（障害福祉サービス等事業所，地域活動支援センター，障害児通所支援

等事業所（障害児入所施設），日中一時支援事業所，視覚障害者情報提供施設），保育所

（認可保育所，認定こども園，地域型保育事業所，私立認可外保育施設，事業所内保育施

設，地域保育所），幼稚園，小学校，中学校，特別支援学校（盲学校，聾学校，養護学校），

病院，診療所（有床に限る。）及び助産所など

部 班名（平常時の課） 事務分掌

地域振興部
（地域振興
部）

地域振興班
（地域振興課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 部内各班の調整に関すること。

都市計画班
（都市計画課）

１ 危険区域の巡視に関すること。
２ 被災宅地の危険度判定に関すること。

空港整備班
（空港政策課）

１ 空港の被害調査及び応急対策に関すること。

調査部
（税務部）

調査庶務班
（税制課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

３ り災台帳の作成に関すること。
４ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

第１調査班
（市民税課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム），養護老人ホーム，軽費老人ホーム，

生活支援ハウス，サービス付き高齢者向け住宅，高齢者共同住宅（グループハウス等）），

障害児（者）施設（障害福祉サービス等事業所，地域活動支援センター，障害児通所支援

等事業所（障害児入所施設），日中一時支援事業所，視覚障害者情報提供施設），保育所

（認可保育所，認定こども園，地域型保育事業所，私立認可外保育施設，事業所内保育施

設，地域保育所），幼稚園，特別支援学校（盲学校，聾学校，養護学校），病院，診療所

（有床に限る。）及び助産所など

部 班名（平常時の課） 事務分掌

地域振興部
（地域振興
部）

地域振興班
（地域振興課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 部内各班の調整に関すること。

都市計画班
（都市計画課）

１ 危険区域の巡視に関すること。
２ 被災宅地の危険度判定に関すること。

空港整備班
（空港事務所）

１ 空港の被害調査及び応急対策に関すること。

調査部
（税務部）

第１調査班
（税制課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

３ り災台帳の作成に関すること。
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（略）

（略）

（略）

第２節 情報の収集・伝達

（略）

第１ 地震関連情報の収集・伝達

（略）

■地震関連情報の種類

（略）

（略）

（略）

第２節 情報の収集・伝達

（略）

第１ 地震関連情報の収集・伝達

（略）

■地震関連情報の種類

（震－４１）

組織変更等に伴う

修正

（震－４５，４

６）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正（気象庁の資料

と文言の整合を図

る）

第２調査班
（資産税課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

第３調査班
（納税管理課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

第４調査班
（納税推進課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

環境清掃部
（環境部）

環境庶務班
（環境総務課，廃棄物
政策課，清掃施設整備
課，廃棄物処理課，環
境指導課，クリーンセ
ンター）

１ 部内の総括に関すること。
２ 災害廃棄物（し尿を含む。）の処理方法に関すること。
３ 仮設トイレの設置に関すること。

ごみ収集班
（廃棄物処理課，クリ
ーンセンター）

１ 災害廃棄物（し尿を含む。）の収集運搬に関すること。

ごみ処理班
（廃棄物政策課，廃棄
物処理課，環境指導
課，クリーンセンタ
ー）

１ 災害廃棄物（し尿を含む。）の処理に関すること。

子育て支援部
（子育て支援
部）

子育て支援班
（子育て支援課，子育
て助成課，こども育成
課，母子保健課，子ど
も総合相談センター，
愛育センター）

１ 部内の総括に関すること。
２ 応急保育に関すること。
３ 園児の安否確認及び保護に関すること。
４ 危険区域の巡視に関すること。
５ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に関
すること。

６ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。
７ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

種 類 発表基準 内 容

地震動警報

「緊急地震速報

（警報）」

－

最大震度５弱以上の揺れが予想されたときに，

強い揺れが予想される地域に対し地震動によ

り重大な災害が起こるおそれのある旨を警告

して発表する。最大震度６弱以上は特別警報に

位置づけられている。

地震動予報

「緊急地震速報

（予報）」

－

最大震度３以上又はマグニチュード3.5以上等

と予想されたときに，高度利用者向けに発表す

る。

第２調査班
（市民税課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

２ り災台帳の作成に関すること。

第３調査班
（資産税課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

２ り災台帳の作成に関すること。

第４調査班
（納税管理課，納税推
進課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

２ り災台帳の作成に関すること。

環境清掃部

（環境部）

環境庶務班

（環境総務課，廃棄物

政策課，廃棄物処理

課，環境指導課，クリ

ーンセンター）

１ 部内の総括に関すること。

２ 災害廃棄物（し尿を含む。）の処理方法に関すること。

３ 仮設トイレの設置に関すること。

ごみ収集班

（廃棄物処理課，クリ

ーンセンター）

１ 災害廃棄物（し尿を含む。）の収集運搬に関すること。

ごみ処理班

（廃棄物政策課，廃棄

物処理課，環境指導

課，クリーンセンタ

ー）

１ 災害廃棄物（し尿を含む。）の処理に関すること。

子育て支援部
（子育て支援
部）

子育て支援班
（子育て支援課，子育
て助成課，こども育成
課，母子保健課，子ど
も総合相談センター，
愛育センター）

１ 部内の総括に関すること。
２ 応急保育に関すること。
３ 園児の安否確認及び保護に関すること。
４ 危険区域の巡視に関すること。
５ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に関
すること。

６ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

種 類 内 容

地震動警報

最大震度５弱以上の揺れが予想されたときに，強い揺れが予想
される地域に対し地震動により重大な災害が起こるおそれの
ある旨を警告して発表する。最大震度６弱以上は特別警報に位
置づけられている。

地震動予報
最大震度３以上又はマグニチュード3.5以上等と予想されたと
きに，高度利用者向けに発表する。
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（略）

第２ 被害情報の収集・調査・報告

（略）

２ 災害情報等の収集・整理

(1）被害状況の調査

調査部は，被害調査チームを編成し，家屋の倒壊等市街地の被害状況を巡視する。

（略）

３ 被害調査

（略）

■部門別調査の担当及び対象

（略）

第２ 被害情報の収集・調査・報告

（略）

２ 災害情報等の収集・整理

(1）被害状況の調査

第１～４調査班は，被害調査チームを編成し，家屋の倒壊等市街地の被害状況を巡視する。

（略）

３ 被害調査

（略）

■部門別調査の担当及び対象

（震－４７）

組織変更等に伴う

修正

（震－４７）

組織変更等に伴う

修正

震度速報

・震度３以上 地震発生約１分半後に，震度３以上を観測した

地域名（全国を188地域に区分）と地震の揺れの

検知時刻を速報。

震源に関する情

報

・震度３以上

（津波警報・注意報

を発表した場合は発

表しない）

「津波の心配がない」または「若干の海面変動

があるかもしれないが被害の心配はない」旨を

付加して，地震の発生場所（震源）やその規模

（マグニチュード）を発表。

震源・震度に関

する情報

・震度３以上

・津波警報・注意報

発表または若干の海

面変動が予想された

時

・緊急地震速報（警

報）発表時

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード），震度３以上の地域名と市町村ごとの

観測した震度を発表。

震度５弱以上と考えられる地域で，震度を入手

していない地点がある場合は，その市町村名を

発表。

各地の震度に関

する情報

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほか，地震の発生

場所（震源）やその規模（マグニチュード）を

発表。

震度５弱以上と考えられる地域で，震度を入手

していない地点がある場合は，その地点名を発

表。

※地震が多数発生した場合には，震度３以上の

地震についてのみ発表し，震度２以下の地震に

ついてはその発表回数を「その他の情報（地震

回数に関する情報）」で発表。

その他の情報

・顕著な地震の震源

要素を更新した場合

や地震が多発した場

合など

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震

が多発した場合の震度１以上を観測した地震

回数情報等を発表。

推計震度分布図

（気象庁発表）

・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに，１km四方

ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報と

して発表。

地震解説資料

（旭川地方気象

台発表）

旭川地方気象台は，地震の概況，地震に関する

詳細な情報，過去の地震活動の状況などをまと

めた解説資料を作成し，防災機関へ配布。

調査担当部 調査担当班 調 査 対 象

震度速報※

地震発生から約１分半後に，震度３以上を観測した地域名（全
国を約190地域に区分）と地震の揺れの発現時刻を発表する。

震源に関する情報

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）に「津
波の心配なし」又は「若干の海面変動があるかもしれないが被
害の心配なし」を付加して発表する。

震源・震度に関する情
報

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード），震度
３以上の地域名と市町村名を発表する。

なお，震度５弱以上と考えられる地域で，震度を入手していな
い地点がある場合には，その市町村名を発表する。

各地の震度に関する
情報

震度観測点で震度１以上を観測した場合に観測地点名のほか，
地震の発生場所（震源）や地震の規模（マグニチュード）を発
表する。
なお，震度５弱以上と考えられる地域で，震度を入手していな
い地点がある場合は，その地点名を発表する。

その他の情報

地震が多発した場合の震度１以上を観測した地震回数情報や
顕著な地震の震源要素更新のお知らせなどを発表する。

推計震度分布図
（気象庁発表）

震度５弱以上を観測した場合に，観測した各地の震度データを
基に，１km四方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報と
して発表する。

地震解説資料
（旭川地方気象台発
表）

旭川地方気象台は，地震の概況，地震に関する詳細な情報，過
去の地震活動の状況などをまとめた解説資料を作成し，防災機
関へ配布する。

調査担当部 調査担当班 調 査 対 象
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(略)

第３節 災害広報・広聴活動
■対策の体系

(略)

第１ 災害広報活動

(略)

２ 避難所における広報

広報班，都市交流班，第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，第２～４特命班，会計班，調

査庶務班，第１～４調査班及び子育て支援班は，避難所にて避難者への広報を行う。広報に当たっ

ては，市災対本部各部との調整を行い，情報の混乱が生じないようにする。避難が長期にわたる場

合は，避難者で組織する運営委員会，ボランティアと協力する。なお，障害者，高齢者等情報の入

手が困難な避難者に十分配慮する。

(略)

第５節 救助・救急・消火

(略)

第１ 消火活動

(略)

２ 消火活動

(略)

(2) 市災対本部の活動

市災対本部の各関係部は，消防部が行う活動と連携して，次のような活動を行う。

■市災対本部の活動

(略)

第３節 災害広報・広聴活動
■対策の体系

(略)

第１ 災害広報活動

(略)

２ 避難所における広報

広報班及び都市交流班，第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，第２～４特命班及び会計班

は，避難所にて避難者への広報を行う。広報に当たっては，市災対本部各部との調整を行い，情報

の混乱が生じないようにする。避難が長期にわたる場合は，避難者で組織する運営委員会，ボラン

ティアと協力する。なお，障害者，高齢者等情報の入手が困難な避難者に十分配慮する。

(略)

第５節 救助・救急・消火

(略)

第１ 消火活動

(略)

２ 消火活動

(略)

(2) 市災対本部の活動

市災対本部の各関係部は，消防部が行う活動と連携して，次のような活動を行う。

■市災対本部の活動

（震－５１）

組織変更等に伴う

修正

（震－５２）

組織変更等に伴う

修正

（震災－６４）

災害対策基本法の

改正に伴う修正

調査部
調査庶務班，第１～
第４調査班

住家及び当該住家の居住者に係る人的被害

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 災害広報

活動

１ 災害時の広報
消防部，消防団，広報班，

都市交流班，防災班
○ ○ ○

２ 避難所における広報

広報班，都市交流班，第１，

２避難班，支所班，第１～

６教育班，第２～４特命

班，会計班，調査庶務班，

第１～４調査班，子育て支

援班

○

調査部 第１～第４調査班 住家及び当該住家の居住者に係る人的被害

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 災害広報

活動

１ 災害時の広報
消防部，消防団，広報班，

都市交流班，防災班
○ ○ ○

２ 避難所における広報

広報班，都市交流班，第１，

２避難班，支所班，第１～

６教育班，第２～４特命

班，会計班

○
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(略)

第３ 消防への要請

(略)

２ 受入れ体制

消防の応援部隊受入れ予定場所は，総合防災センターの駐車場とする。ヘリポートは総合防災セン

ターのヘリポートを使用する。

(略)

第７節 避難
■対策の体系

(略)

第３ 消防への要請

(略)

２ 受入れ体制

消防の応援部隊受入れ予定場所は，総合防災センターの駐車場とする。ヘリポートは総合防災セン

ターのものに加え，旭川ドリームスタジアムのグラウンドを使用する。

(略)

第７節 避難
■対策の体系

（震災－６５）

実情に合わせた修

正

（震－７１）

組織変更等に伴う

修正

○ 火災の発生状況及び避難の広報

○ 避難指示等及び避難誘導

○ 避難所の開設及び受入れ

○ 避難者への食料，生活必需品等の供給

○ 交通規制（警察署との連携）

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１
避難活動

１ 地震における避難の
基本

－ ○

２ 避難情報の発令等
防災班，消防部，広報班，都市交
流班

○

３ 避難誘導
消防団，支所班，第２，３，５～９
援護班，施設管理者，自主防災組織

○

４ 警戒区域の設定 消防部，消防団 ○ ○

第２

避難所の

開設・廃止

１ 避難所の開設

防災班，第１，２避難班，支所班，
第１～６教育班，第２～４特命班，
会計班，調査庶務班，第１～４調査
班，子育て支援班，施設管理者

○

２ 避難所開設の広報 広報班，都市交流班 ○

３ 避難者の受入れ

第１，２避難班，支所班，第１～
６教育班，第２～４特命班，会計
班，調査庶務班，第１～４調査
班，子育て支援班

○

４ 避難所の統合・廃止

第１，２避難班，支所班，第１～６
教育班，第２～４特命班，会計班，
調査庶務班，第１～４調査班，子育
て支援班

○

第３
避難所の
運営

１ 避難所運営体制

第１，２避難班，支所班，第１～６
教育班，第２～４特命班，会計班，
調査庶務班，第１～４調査班，子育
て支援班，自主防災組織

○

２ 食料・物資の供給

第１，２避難班，支所班，第１～６
教育班，第２～４特命班，会計班，
調査庶務班，第１～４調査班，子育
て支援班，食料物資部

○

○ 火災の発生状況及び避難の広報

○ 避難勧告及び避難誘導

○ 避難所の開設及び受入れ

○ 避難者への食料，生活必需品等の供給

○ 交通規制（警察署との連携）

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 避難活動

１ 地震における避難の
基本

－ ○

２ 避難情報の発令等
防災班，消防部，広報
班，都市交流班

○

３ 避難誘導
消防団，支所班，第２，３，
５～９援護班，施設管理
者，自主防災組織

○

４ 警戒区域の設定 消防部，消防団 ○ ○

第２ 避難所の

開設・廃止

１ 避難所の開設

防災班，第１，２避難班，
支所班，第１～６教育班，
第２～４特命班，会計班，
施設管理者

○

２ 避難所開設の広報 広報班，都市交流班 ○

３ 避難者の受入れ
第１，２避難班，支所
班，第１～６教育班，第
２～４特命班，会計班

○

４ 避難所の統合・廃止
第１，２避難班，支所班，
第１～６教育班，第２～４
特命班，会計班

○

第３ 避難所の

運営

１ 避難所運営体制

第１，２避難班，支所班，
第１～６教育班，第２～４
特命班，会計班，自主防災
組織

○

２ 食料・物資の供給

第１，２避難班，支所班，
第１～６教育班，第２～４
特命班，会計班，食料物資
部

○



旭川市地域防災計画修正案 新旧対照表
新 旧 備考

12

(略)

第１ 避難活動

(略)

２ 避難情報の発令等

(1) 避難情報の種類と発令

災害が発生するおそれが高いとき，本部長は，避難を要する地区の住民に対し「避難指示」を発

令する。ただし，既に災害が発生し，又は切迫しているときは「緊急安全確保」を発令する。また，

災害の状況によって必要な場合は，「高齢者等避難」を発令する場合がある。

■避難情報の発令判断基準

(略)

第１ 避難活動

(略)

２ 避難情報の発令等

(1) 避難情報の種類と発令

災害が発生するおそれのあるとき，本部長は，避難を要する地区の住民に対し「避難勧告」の発

令を行う。ただし，事態が切迫し，急を要するときは「避難指示(緊急)」の発令を，既に災害が発

生しているときは「災害発生情報」の発令を行う。また，災害の状況によって必要な場合は，「避

難準備・高齢者等避難開始」を発令する場合がある。

「避難勧告」は，その対象地域の住民等に対し避難を拘束するものではないが，住民がその勧告

を尊重することを期待して避難の立ち退きを勧め，又は促すものである。「避難指示(緊急)」は，

被害の危険が切迫している場合に，「災害発生情報」は，既に災害が発生している場合に発令し，

「避難勧告」よりも拘束力が強く，住民等を立ち退かせるものである。

■避難情報の発令判断基準

（震－７２）

災害対策基本法の

改正に伴う修正

３ 避難所の設備・備品
の整備

第１，２避難班，支所班，第１～
６教育班，第２～４特命班，会計
班，調査庶務班，第１～４調査
班，子育て支援班，建築班

○

４ 避難所における衛生
管理

第３，４保健班，第１，２避難班，
支所班，第１～６教育班，第２～４
特命班，会計班，調査庶務班，第１
～４調査班，子育て支援班

○

５ 要配慮者への配慮
第２，３，５～９援護班，庁舎・
車両班

○

６ 避難所の警備

第１，２避難班，支所班，第１～
６教育班，第２～４特命班，会計
班，調査庶務班，第１～４調査
班，子育て支援班，交通防災班，
警察署

○

７ 自宅等で生活をする
被災者の把握

第１，２避難班，支所班，第１～
６教育班，第２～４特命班，会計
班，調査庶務班，第１～４調査
班，子育て支援班

○

種 類 内 容 基準の目安

高齢者等
避難

災害が発生するおそれがある状況にお
いて，災害危険区域の高齢者等※，特に
避難行動に時間を要する者に避難を開
始させるため，発令するもの

○ 本部長が必要と認めたとき。

３ 避難所の設備・備品
の整備

第１，２避難班，支所
班，第１～６教育班，第
２～４特命班，会計班，
建築班

○

４ 避難所における衛生
管理

第３，４保健班，第１，２
避難班，支所班，第１～６
教育班，第２～４特命班，
会計班

○

５ 要配慮者への配慮
第２，３，５～９援護
班，庁舎・車両班

○

６ 避難所の警備

第１，２避難班，支所
班，第１～６教育班，第
２～４特命班，会計班，
交通防災班，警察署

○

７ 自宅等で生活をする
被災者の把握

第１，２避難班，支所
班，第１～６教育班，第
２～４特命班，会計班

○

種 類 内 容 基準の目安

避難準
備・高齢
者等避難
開始

避難勧告・避難指示(緊急)が発令された
時に，いつでも避難ができるように準
備を促し，避難行動要支援者(高齢者等)
など，特に避難行動に時間を要する者
に避難を開始させるため，発令するも
の

○ 本部長が必要と認めたとき。
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※ 高齢者等：避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害のある人

等，及びその人の避難を支援する人。

(2) 避難情報の伝達

(略)

■避難時の伝達事項

(3) 解除

本部長は，災害による危険がなくなったと判断されるときには，避難情報を解除し，住民に周知

するとともに，速やかにその旨を知事（総合振興局長）に報告する。

■避難指示等の発令権者及び要件

※ 高齢者等：避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障

害のある人等，及びその人の避難を支援する人。

(2) 避難情報の伝達

(略)

■避難時の伝達事項

(3) 解除

本部長は，災害による危険がなくなったと判断されるときには，避難情報を解除し，住民に周知

するとともに，速やかにその旨を知事（総合振興局長）に報告する。

■避難の勧告・指示等の発令権者及び要件

（震－７３）

災害対策基本法の

改正に伴う修正

（震－７５）

避難指示 災害が発生するおそれが高い状況にお
いて，災害危険区域の住民等に避難を
開始させるため，発令するもの

○ 火災の拡大により，住民の生命に危険
が及ぶと認められるとき。

○ がけ崩れ，土石流等の地変が発生する
おそれがあり，住民の生命に危険が及ぶ
と認められるとき。

○ 有毒ガス等の危険物質が流出飛散する
おそれがあり，住民の生命に危険が及ぶ
と認められるとき。

○ その他本部長が必要と認めとき。

緊急安全

確保

既に災害が発生し，又は切迫している

状況にあり，命の危険から緊急に安全

を確保する行動をさせるため，発令す

るもの

○ がけ崩れ，土石流等の地変が発生し，

住民の生命に危険が及ぶと認められると

き。

○ 有毒ガス等の危険物質が流出飛散し，

住民の生命に危険が及ぶと認められると

き。

○ その他本部長が必要と認めとき。

○ 避難を要する事由 ○ 避難情報の対象区域

○ 避難先 ○ 避難経路

○ 避難時の服装，携行品等 ○ 避難行動における注意事項

根拠法令 措 置 発令権者 発令要件

災
害
対
策
基
本
法

第 56条

警報の伝達

及び警告

（高齢者等

避難）

市長

災害により人的被害の発生のおそれがあり，

避難行動要支援者（高齢者等）など，特に避

難行動に時間を要する者が避難行動を開始す

る必要が認められるとき。

第 60条
避難指示及

び緊急安全

確保

市長

災害が発生し，又は発生するおそれがある場

合において，市民の生命又は身体を災害から

保護し，その他災害の拡大を防止するため特

に必要があると認めるとき。

知事
災害の発生により市長がその全部又は大部分

の事務を行うことができなくなったとき。

第 61条 避難指示 警察官

市長が避難のための立退きを指示することが

できないと認められるとき。

市長から要求があったとき。

避難勧告

避難指示
(緊急)

災害危険区域の住民等に避難を開始さ
せるため，発令するもの

災害危険の切迫性があり緊急的に避難
させるため，また，まだ避難を開始し
ていない若しくは途中である場合は，
直ちに避難を開始又は完了させるた
め，発令するもの

○ 火災の拡大により，住民の生命に危険
が及ぶと認められるとき。

○ がけ崩れ，土石流等の地変が発生する
おそれがあり，住民の生命に危険が及ぶ
と認められるとき。

○ 有毒ガス等の危険物質が流出飛散する
おそれがあり，住民の生命に危険が及ぶ
と認められるとき。

○ その他本部長が必要と認めとき。

災害発生

情報

既に災害が発生している状況にあり，

命を守るための最善の行動をさせるた

め，発令するもの

○ がけ崩れ，土石流等の地変が発生し，

住民の生命に危険が及ぶと認められると

き。

○ 有毒ガス等の危険物質が流出飛散し，

住民の生命に危険が及ぶと認められると

き。

○ その他本部長が必要と認めとき。

○ 避難を要する事由 ○ 避難勧告・避難指示（緊急）の対象区域

○ 避難先 ○ 避難経路

○ 避難時の服装，携行品等 ○ 避難行動における注意事項

根拠法令 措 置 発令権者 発令要件

災
害
対
策
基
本
法

第 56条

警報の伝達

及び警告

（避難準備

・高齢者等

避難開始）

市長

災害により人的被害の発生のおそれがあり，

避難行動要支援者（高齢者等）など，特に避

難行動に時間を要する者が避難行動を開始す

る必要が認められるとき。

第 60条

避難勧告

及び

避難指示(避
難指示（緊

急）・災害発

生情報)

市長

災害が発生し，又は発生するおそれがある場

合において，市民の生命又は身体を災害から

保護し，その他災害の拡大を防止するため特

に必要があると認めるとき。

知事
災害の発生により市長がその全部又は大部分

の事務を行うことができなくなったとき。

第 61条 避難指示 警察官

市長が避難のための立退きを指示することが

できないと認められるとき。

市長から要求があったとき。
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第２ 避難所の開設・廃止

１ 避難所の開設

(1) 避難所の決定

防災班は，災害の状況に応じて開設する避難所を決定し，避難部，援護部，教育部，消防部等に

連絡する。開設する避難所は，被災地に近い安全な避難所とし，避難者の過密抑制を考慮し，でき

る限り多くの避難所を開設する。

(2) 避難所の開設

避難所は，第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，第２～４特命班，会計班，調査庶務班，

第１～４調査班及び子育て支援班（以下「避難所担当班等」という。）が開設する。避難所として

開設する施設を所管する部局は，避難所となる施設の管理者に開設の協力を要請する。また，必要

に応じ，指定された避難所以外の施設についても管理者の同意を得て避難所として開設する。

なお，避難所担当班等は，住民が自主的に避難してきたときは，避難所として開設する施設と関

係する班及び管理者と連携し，体育館等に避難者を誘導する。

（略）

３ 避難者の受入れ
避難所担当班等は，施設管理者と協力して避難所で避難者の受入れを行う。避難者の受入れにあ

たっては，収容場所と教育（授業）の場とを明確に区分する。
■避難者の受入れ事項

（略）

第３ 避難所の運営

（略）

５ 要配慮者への配慮

（略）

(2) 福祉避難所の開設
避難所内の一般の避難スペースでの生活が困難な要配慮者に対して，その状況に応じて福祉避難
所を開設する。第２，第３，第５～９援護班は，社会福祉施設，地域の小中学校の保健室等に協力を
求めて福祉避難所を開設し，要配慮者を収容する。更に，施設に不足が生じた場合について，被災地
以外の地域にあるものを含め，旅館やホテル等の活用など多様な避難所の確保に努める。

（略）

第８節 生活救援
■対策の体系

第２ 避難所の開設・廃止

１ 避難所の開設

(1) 避難所の決定

防災班は，災害の状況に応じて開設する避難所を決定し，避難部，援護部，教育部，消防部等に

連絡する。開設する避難所は，被災地に最も近く安全な避難所とする。

(2) 避難所の開設

避難所は，第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，第２～４特命班及び会計班（以下「避難

所担当班等」という。）が開設する。避難所として開設する施設を所管する部局は，避難所となる

施設の管理者に開設の協力を要請する。また，必要に応じ，指定された避難所以外の施設について

も管理者の同意を得て避難所として開設する。

なお，第１，２避難班及び支所班は，住民が自主的に避難してきたときは，避難所として開設す

る施設と関係する班及び管理者と連携し，体育館等に避難者を誘導する。

（略）

３ 避難者の受入れ
避難所担当班等は，施設管理者と協力して避難所で避難者の受入れを行う。避難者の受入れにあ

たっては，収容場所と教育（授業）の場とを明確に区分する。
■避難者の受入れ事項

（略）

第３ 避難所の運営

（略）

５ 要配慮者への配慮

（略）

(2) 福祉避難所の開設
避難生活が長期化し，避難所での生活が困難な要配慮者に対して，その状況に応じて福祉避難所を
開設する。第２，第３，第５～９援護班は，社会福祉施設，地域の小中学校の保健室等に協力を求め
て福祉避難所を開設し，要配慮者を収容する。更に，施設に不足が生じた場合について，被災地以外
の地域にあるものを含め，旅館やホテル等の活用など多様な避難所の確保に努める。

（略）

第８節 生活救援
■対策の体系

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

組織変更等に伴う

修正

（震－７６）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－７８）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－８１）

組織変更等に伴う

修正

○ 居住が安定していない方などの適切な受入れ

○ 体育館など収容スペースへの案内
○ 避難者数等の把握
○ 災害情報等の伝達

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 給水活動 １ 優先給水 水道総務班，連絡調達班， ○ ○

○ 体育館など収容スペースへの案内
○ 避難者数等の把握
○ 災害情報等の伝達

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 給水活動 １ 優先給水 水道総務班，連絡調達 ○ ○
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（略）

第３ 生活必需品の供給

（略）

２ 生活必需品の確保
(1) 生活必需品供給の対象者

（略）

■主な供給対象

（略）

第９節 交通対策・緊急輸送

（略）

第１ 交通対策

（略）

（略）

第３ 生活必需品の供給

（略）

２ 生活必需品の確保
(1) 生活必需品供給の対象者

（略）

■主な供給対象

（略）

第９節 交通対策・緊急輸送

（略）

第１ 交通対策

（略）

（震－８５）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－９０）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

広報・給水班

２ 備蓄飲料水の活用 庁舎・車両班 ○ ○

３ 給水活動

防災班，第１，２食料物資

班，水道総務班，広報・給

水班

○

第２ 食料の供給

１ 備蓄食料の活用 庁舎・車両班 ○ ○

２ 食料の確保

食料物資部，農政部，第

１，２避難班，支所班，第

１～６教育班，第２～４

特命班，会計班，調査庶務

班，第１～４調査班，子育

て支援班

○ ○

３ 食料の供給

食料物資部，庁舎・車両

班，第１，２避難班，支所

班，第１～６教育班，第２

～４特命班，会計班，調査

庶務班，第１～４調査班，

子育て支援班

○ ○

４ 炊き出し 食料物資部 ○ ○

第３ 生活必需品

の供給

１ 備蓄品の活用 庁舎・車両班 ○ ○

２ 生活必需品の確保 食料物資部 ○ ○

３ 生活必需品の供給

食料物資部，庁舎・車両

班，第１，２避難班，支所

班，第１～６教育班，第２

～４特命班，会計班，調査

庶務班，第１～４調査班，

子育て支援班

○ ○

○ 寝具 ○ 肌着 ○ 食器 ○ 外衣
○ 身の回り品 ○ 日用品 ○ 感染症対策用品

班，広報・給水班

２ 備蓄飲料水の活用 庁舎・車両班 ○ ○

３ 給水活動

防災班，第１，２食料

物資班，水道総務班，

広報・給水班

○

第２ 食料の供給

１ 備蓄食料の活用 庁舎・車両班 ○ ○

２ 食料の確保

食料物資部，農政部，

第１，２避難班，支所

班，第１～６教育班，

第２～４特命班，会計

班

○ ○

３ 食料の供給

食料物資部，庁舎・車

両班，第１，２避難班，

支所班，第１～６教育

班，第２～４特命班，

会計班

○ ○

４ 炊き出し 食料物資部 ○ ○

第３ 生活必需品

の供給

１ 備蓄品の活用 庁舎・車両班 ○ ○

２ 生活必需品の確保 食料物資部 ○ ○

３ 生活必需品の供給

食料物資部，庁舎・車

両班，第１，２避難班，

支所班，第１～６教育

班，第２～４特命班，

会計班

○ ○

○ 寝具 ○ 肌着 ○ 食器 ○ 外衣
○ 身の回り品 ○ 日用品
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４ 緊急輸送道路の確保

（略）

■北海道緊急輸送道路ネットワーク
北海道では，道路管理者，北海道警察等からなる北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議
会により緊急輸送道路のネットワーク化を図るため「北海道緊急輸送道路ネットワーク計画」を策定
している。

（略）

第１１節 建物対策

（略）

第３ 住家の被災調査

市は，家屋の被害状況を把握するために，り災証明の申請のあった住家等を対象に被災調査を行
う。
被災調査は，「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（内閣府）等に基づいて行い，全壊・大
規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない（一部破損）に区分する。
消防部は，消防法に基づき，火災により焼失した家屋等の調査を行う。
全壊，大規模半壊，中規模半壊，半壊，及び準半壊の認定基準は，下表のとおりである。

■認定基準

４ 緊急輸送道路の確保

（略）

■北海道緊急輸送道路ネットワーク
北海道では，道路管理者，北海道警察等からなる北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議
会により緊急輸送道路のネットワーク化を図るため「北海道緊急輸送道路ネットワーク計画」を策定
している。

（略）

第１１節 建物対策

（略）

第３ 住家の被災調査

市は，家屋の被害状況を把握するために，り災証明の申請のあった住家等を対象に被災調査を行
う。
被災調査は，「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（内閣府）等に基づいて行い，全壊・大
規模半壊・半壊・一部破損に区分する。
消防部は，消防法に基づき，火災により焼失した家屋等の調査を行う。

正

（震－９８）

被災者生活再建支

援法の改正等に伴

う修正

（追加）

第１次緊急輸送道路ネッ

トワーク

道庁所在地(札幌市)，地方中心都市及び国際拠点港湾，重

要港湾，地方港湾(耐震強化岸壁を有するもの)，拠点空港，

公共用ヘリポート，総合病院，自衛隊，警察，消防等を連絡

する道路

第２次緊急輸送道路ネッ

トワーク

第１次緊急輸送道路と市町村役場，主要な防災拠点（行政

機関，公共機関，主要駅，地方港湾(耐震強化岸壁を有する

ものを除く)，第３種漁港，第４種漁港(耐震強化岸壁を有

するもの)，地方管理空港，共用空港，その他の空港，災害

医療拠点，備蓄集積拠点，広域避難地等）を連絡する道路

第３次緊急輸送道路ネッ

トワーク

第１次及び第２次緊急輸送道路とその他の防災拠点を連絡

する道路

被害の程度 認定基準

全壊

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの，すなわち，住家全部が倒壊，

流失，埋没，焼失したもの，又は住家の損壊が甚だしく，補修により元通りに再

使用することが困難なもので，具体的には，住家の損壊，焼失若しくは流失した

部分の床面積がその住家の延床面積の70％以上に達した程度のもの，又は住家の

主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し，その住家の損

害割合が50％以上に達した程度のものとする。

大規模半壊

居住する住宅が半壊し，構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わ

なければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には，損壊部分がその住

家の延床面積の50％以上70％未満のもの，又は住家の主要な構成要素の経済的被

害を住家全体に占める損害割合で表し，その住家の損害割合が40％以上50％未満

のものとする。

中規模半壊
居住する住宅が半壊し，居室の壁，又は天井のいずれかの室内に面する部分の過

半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難

第１次緊急輸送道路ネッ
トワーク

札幌市，地方中心都市及び重要港湾，空港，総合病院，自衛
隊，警察，消防等を連絡する道路

第２次緊急輸送道路ネッ
トワーク

第１次緊急輸送道路と市町村役場，主要な防災拠点（行政
機関，公共機関，主要駅，港湾，ヘリポート，災害医療拠
点，備蓄集積拠点，広域避難地等）を連絡する道路

第３次緊急輸送道路ネッ
トワーク

その他の道路
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第４ 応急仮設住宅

（略）

２ 応急仮設住宅の対象者

（略）

３ 管理
住宅班は，入居者の要望等に応じて，応急仮設住宅設備の修理や改良等の管理を行う。
運営管理に当たっては，安心・安全の確保，孤独死や引きこもりなどを防止するため，心のケア，

入居者によるコミュニティの形成及び運営に努める。また，女性の参画を推進し，女性をはじめと
する生活者の意見を反映できるよう配慮する。
なお，必要に応じて，応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮するものとする。

（略）

第６ 住宅の応急修理

１ 住宅の応急修理

（略）

■応急修理の対象者

第１１節 防疫・清掃
■対策の体系

（略）

第４ 応急仮設住宅

（略）

２ 応急仮設住宅の対象者

（略）

３ 管理
住宅班は，入居者の要望等に応じて，応急仮設住宅設備の修理や改良等の管理を行う。
運営管理に当たっては，安心・安全の確保，孤独死や引きこもりなどを防止するため，心のケア，

入居者によるコミュニティの形成及び運営に努める。また，女性の参画を推進し，意見を反映でき
るよう配慮する。

（略）

第６ 住宅の応急修理

１ 住宅の応急修理

（略）

■応急修理の対象者

第１１節 防疫・清掃
■対策の体系

（略）

（震－１００）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－１００）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（震－１０２）

組織変更等に伴う

修正

なもの。具体的には，損壊部分がその住家の延床面積の30％以上50％未満のもの，

又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し，そ

の住家の損害割合が30％以上40％未満のものとする。

半壊

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの，すなわち，住家の損

壊が甚だしいが，補修すれば元通りに再使用できる程度のもので，具体的には，

損壊部分がその住家の延床面積の20％以上70％未満のもの，又は住家の主要な構

成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し，その住家の損害割合が

20％以上50％未満のものとする。

準半壊

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので，具体的には，損壊部分

がその住家の延床面積の10％以上20％未満のもの，又は住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し，その住家の損害割合が10％以上

20％未満のものとする。

・住宅が半壊，半焼し，又はこれらに準ずる程度の損傷を受け，自らの資力では応急修
理をすることができない者
・大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第６ 動物対 １ 収容場所の確保 第４保健班 ○ ○

災害によって住宅が損壊し，そのままでは当面の日常生活を営むことが困難，かつ自
らの力によって応急修理ができないと認められる者

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第６ 動物対 １ 収容場所の確保 第４保健班 ○ ○
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（略）

第１６節 文教・保育対策
■対策の体系

（略）

（略）

第１８節 要配慮者対策
■対策の体系

（略）

（略）

第１６節 文教・保育対策
■対策の体系

（略）

（略）

第１８節 要配慮者対策
■対策の体系

（略）

（震－１１７）

組織変更等に伴う

修正

（震－１２３）

組織変更等に伴う

修正

策

２ ペット同行避難への対応

第１，２避難班，支所

班，第１～６教育班，

第２～４特命班，会計

班，調査庶務班，第１

～４調査班，子育て支

援班

○ ○

３ 被災動物救護本部の活動 第４保健班 ○ ○

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第２ 応急教育

１ 児童及び生徒等の安否確

認
第２教育班 ○

２ 避難所開設への協力

第１，２避難班，支所

班，第１～６教育班，第

２～４特命班，会計班，

調査庶務班，第１～４

調査班，子育て支援班，

○

３ 応急教育活動 第２教育班 ○ ○

４ 学校施設の応急復旧 第１教育班 ○ ○

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 要配慮者

への対応

１ 避難行動要支援者の安

全確認

第２，３，５～９援護

班
○

２ 避難所での支援

第２，３，５～９援護

班，広報班，都市交流

班，第１，２避難班，支

所班，第１～６教育班，

第２～４特命班，会計

班，調査庶務班，第１～

４調査班，子育て支援

班，医療班

○ ○

３ 被災した在宅の避難行

動要支援者への支援

第２，３，５～９援護

班
○ ○

４ 仮設住宅での支援
第２，３，５～９援護

班
○

第３ 外国人へ

の対応

１ 外国人への広報 都市交流班 ○ ○ ○

２ 外国人への援助
都市交流班，第１，２避

難班，支所班，第１～６
○ ○ ○

策

２ ペット同行避難への対応 第１，２避難班 ○ ○

３ 被災動物救護本部の活動 第４保健班 ○ ○

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第２ 応急教育

１ 児童及び生徒等の安否確

認
第２教育班 ○

２ 避難所開設への協力
第１，２避難班，第１～

３教育班
○

３ 応急教育活動 第２教育班 ○ ○

４ 学校施設の応急復旧 第１教育班 ○ ○

項 目 担 当
活動期

初動 応急 復旧

第１ 要配慮者

への対応

１ 避難行動要支援者の安

全確認

第２，３，５～９援護

班
○

２ 避難所での支援

第２，３，５～９援護

班，広報班，都市交流

班，第１，２避難班，

支所班，第２～４特命

班，会計班，医療班

○ ○

３ 被災した在宅の避難行

動要支援者への支援

第２，３，５～９援護

班
○ ○

４ 仮設住宅での支援
第２，３，５～９援護

班
○

第３ 外国人へ １ 外国人への広報 都市交流班 ○ ○ ○
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（略）

第１９節 災害救助法の適用

（略）

第２ 滅失世帯の算定基準

１ 滅失世帯の算定

住家※１が滅失した世帯※２の数の算定は，住家の「全壊（全焼・流失）」した世帯を基準とする。

半壊等については，災害救助法施行令第１条第２項の規定により以下のとおり，みなし換算を行

う。

（略）

２ 住家被害程度の認定

住家の被害程度の認定を行う上で，おおよその基準は次のとおりとする。

■被害の認定基準

（略）

第１９節 災害救助法の適用

（略）

第２ 滅失世帯の算定基準

１ 滅失世帯の算定

住家が滅失した世帯の数の算定は，住家の「全壊（全焼・流失）」した世帯を基準とする。半壊等に

ついては，災害救助法施行令第１条第２項の規定により以下のとおり，みなし換算を行う。

（略）

２ 住家被害程度の認定

住家の被害程度の認定を行ううえで，おおよその基準は次のとおりとする。

■被害の認定基準

（震－１２７，１

２８）

（震－１２９）

被災者生活再建支

援法の改正等に伴

う修正

教育班，第２～４特命

班，会計班，調査庶務

班，第１～４調査班，子

育て支援班

被害の区分 認 定 の 基 準

住家が滅失したも

の（全壊，全焼又

は流失）

住家がその住居のための基本的機能を喪失したもの，すなわち，住

家全部が倒壊，流失，埋没，焼失したもの，又は住家の損壊が甚だ

しく，補修により元通りに再使用することが困難なもので，具体的

には，住家の損壊，焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家

の延床面積の70％以上に達した程度のもの，又は住家の主要な構成

要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し，その住家の

損害割合が50％以上に達した程度のもの。

住家の半壊，半焼

する等著しく損傷

したもの（半壊又

は半焼）

住家がその住居のための基本的機能の一部を喪失したもの，すなわ

ち，住家の損壊が甚だしいが，補修すれば元通りに再使用できる程

度のもので，具体的には，損壊部分がその住家の延床面積の20％以

上70％未満のもの，又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家

全体に占める損害割合で表し，その住家の損害割合が20％以上50％

未満のもの。

このうち，大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが

困難なもので，具体的には，損壊部分がその住家の延床面積の50％

以上70％未満，又はその住家の損害割合が40％以上50％未満のもの

を大規模半壊という。

住家が半壊又は

半焼に準ずる程

度に損傷したも

の（準半壊）

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので，具体的に

は，損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20％未満のもの，又は

住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合

で表し，その住家の損害割合が10％以上20％未満のもの。

の対応

２ 外国人への援助
第１，２避難班，都市

交流班
○ ○ ○

被害の区分 認 定 の 基 準

住家の

全壊，全焼又は

流失

住家がその住居のための基本的機能を喪失したもの，すなわち，住

家全部が倒壊，流失，埋没，焼失したもの，または住家の損壊が甚

だしく，補修により元通りに再使用することが困難なもので，具体

的には，住家の損壊，焼失もしくは流失した部分の床面積がその住

家の延床面積の70％以上に達した程度のもの，または住家の主要な

構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し，その住

家の損害割合が50％以上に達した程度のもの。

住家の

半壊又は半焼

住家がその住居のための基本的機能の一部を喪失したもの，すなわ

ち，住家の損壊が甚だしいが，補修すれば元通りに再使用できる程

度のもので，具体的には，損壊部分がその住家の延床面積の20％以

上70％未満のもの，または住家の主要な構成要素の経済的被害を住

家全体に占める損害割合で表し，その住家の損害割合が20％以上

50％未満のもの。
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※１「住家」とは，現実にその建物を居住のために使用している者がいる建物をいい，現実に居住す

るために使用している建物であれば，社会通念上の住宅であるかどうかは問わない。

一般に非住家として取り扱われるような土蔵，小屋等であっても現実に住家として人が居住して

いる建物であれば住家とする。

法による救助を実施するか否かの判断は，住家に被害を受けた世帯数をもって行うことから，一

般に住家として取り扱われる住宅であっても，その住宅に居住する者がいない場合は，世帯数と

しては数えない。

※２「世帯」とは，

ア 生計を一にしている実際の生活単位をいうものである。したがって，同一家屋内の親子であっ

ても，明らかに生活の実態が別々であれば２世帯として差し支えない。

イ マンション，アパート等のように１棟の建物内に，それぞれの世帯が独立した生計を営んでい

る場合は，それぞれ２世帯として取り扱うこと。
ウ 台所，浴場又は便所等が別棟であったり，離れが別棟にあったりするような場合は，建物の被害は
複数棟となるが，世帯数は，これら生活に必要な部分を合わせてそこに生活している世帯が１であれ
ば１世帯となる。

（略）

第４ 救助の実施者、救助の内容等

１ 救助の実施者

災害救助法による救助は知事が行い，市長はこれを補助する。

ただし，災害救助法第13条第１項の規定に基づき，知事から事務委任を受けた救助については，

市長がこれを行う。

第３章 災害復旧計画 第１節 市民生活復旧への支援

（略）

第１ 被災者への支援

（略）

６ り災証明書の発行

（略）

■り災証明書等の担当及び証明事項

（略）

※「住家」とは，現実にその建物を居住のために使用している者がいる建物をいい，現実に居住するために

使用している建物であれば，社会通念上の住宅であるかどうかは問わない。

※「世帯」とは，

ア 生計を一にしている実際の生活単位をいうものである。したがって，同一家屋内の親子であっ

ても，明らかに生活の実態が別々であれば２世帯として差し支えない。

イ マンション，アパート等のように１棟の建物内に，それぞれの世帯が独立した生計を営んでい

る場合は，それぞれ２世帯として取り扱うこと。
ウ 台所，浴場又は便所等が別棟であったり，離れが別棟にあったりするような場合は，建物の被害は
複数棟となるが，世帯数は，これら生活に必要な部分を合わせてそこに生活している世帯が１であれ
ば１世帯となる。

（略）

第４ 救助の実施者、救助の内容等

１ 救助の実施者

災害救助法による救助は知事が行い，市長はこれを補助する。

ただし，災害救助法第30条第１項の規定により，必要により通知される救助については，市長が

これを行う。

第３章 災害復旧計画 第１節 市民生活復旧への支援

（略）

第１ 被災者への支援

（略）

６ り災証明書の発行

（略）

■り災証明書等の担当及び証明事項

（略）

（震－１３０）

災害救助法の改正

による修正

（震－１３３）

被災者生活再建支

援法の改正等に伴

う修正

（風－３）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

住家が床上浸

水，土砂の堆積

等により一時的

に居住すること

ができない状態

となったもの

上記３項目に該当しない場合であって，浸水がその住家の床上に達

した程度のもの，又は土砂，竹木等の堆積等により一時的に居住す

ることができない状態となったもの。

担 当 証 明 の 範 囲
防災課･ 総務部 家屋の全壊，大規模半壊，中規模半壊，半壊，準半壊，準半壊に

至らないもの

住家の

床上浸水，土砂

の堆積等

浸水がその住家の床上に達した程度のもの，又は土砂，竹木等の堆

積等により一時的に居住することができない状態となったもの。

担 当 証 明 の 範 囲
防災課･ 総務部 家屋の全壊，大規模半壊，半壊，半壊に至らないもの
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風水害・雪害・火山災害対策編 第１章 災害予防計画

第１節 災害防止対策の推進

（略）

第２ 土砂災害対策の推進

◇現状と方針

（略）

第２節 災害に強い組織・人の形成
■対策の体系

（略）

第１ 防災体制の整備

（略）

第２ 自主防災活動の推進

（略）

風水害・雪害・火山災害対策編 第１章 災害予防計画

第１節 災害防止対策の推進

（略）

第２ 土砂災害対策の推進

◇現状と方針

（略）

第２節 災害に強い組織・人の形成
■対策の体系

（略）

第１ 防災体制の整備

（略）

第２ 自主防災活動の推進

（略）

（風－６）

実情に合わせた修

正

（風－７）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（風－７，８）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（風－８）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

市内には，法指定の急傾斜地崩壊危険区域，土砂災害警戒区域等があり，その他にも地すべ
り危険箇所，土石流危険渓流及び急傾斜地崩壊危険箇所が多数指定されているため，住民の避
難体制を整備する。

項 目 担 当

第１ 防災体制の整備 防災課，各施設，保育所等，幼稚園，学校

第２ 自主防災活動の推進 防災課，予防指導課，市民安心課

第３ 防災訓練の実施 各部

第４ 防災知識の普及 各部

■防災関係機関と

の連携

本市に係る防災に関する方針や各機関との連携を図るため，次の対策

を推進する。

○ 防災会議の定期的開催

○ 市と他機関との連携についての協議

○ 防災講習会等における協力（水害･土砂災害・防災気象情報に関す

る専門家の派遣等）

■事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）等の策定

各事業所は，災害による被害を軽減するため，事業継続計画（ＢＣＰ）

を策定する。

また，災害発生時に職員が迅速かつ適切に行動できるよう，行動マニ

ュアルを作成する。

旭川商工会議所及びあさひかわ商工会は，中小企業等による事業継続

力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進するため，本

市と連携して，事業継続力強化支援計画の策定に努めるものとする。

市内には，法指定の急傾斜地崩壊危険区域，地すべり危険区域，土砂災害警戒区域等があり，
その他にも危険箇所及び土石流危険渓流が多数指定されているため，住民の避難体制を整備
する。

項 目 担 当

第１ 防災体制の整備 防災課，各施設，保育所等，幼稚園，学校

第２ 自主防災活動の推進 防災課，予防指導課，市民安心課

第３ 防災訓練の実施 各部

第４ 防災知識の普及 防災課，予防指導課，市民安心課

■防災関係機関と

の連携

本市に係る防災に関する方針や各機関との連携を図るため，次の対策

を推進する。

○ 防災会議の定期的開催

○ 市と他機関との連携についての協議

■事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）等の策定

各事業所は，災害による被害を軽減するため，事業継続計画（ＢＣＰ）

を策定する。

また，災害発生時に職員が迅速かつ適切に行動できるよう，行動マニ

ュアルを作成する。
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第３ 防災訓練の実施

（略）

（略）

第４ 防災知識の普及

◇現状と方針

第３ 防災訓練の実施

（略）

（略）

第４ 防災知識の普及

◇現状と方針

（風－９）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（風－１６）

■保育園・学校等の

防災訓練

保育所等や幼稚園及び学校は，災害発生時に適切な行動がとれるよう

実践的な防災訓練を実施する。特に，水害・土砂災害のリスクがある保

育所等や幼稚園及び学校においては，避難確保計画に基づき避難訓練・

防災教育を実施する。

市は，保育所等や幼稚園及び学校において地域の災害リスクに基づい

た定期的な防災訓練を，様々な条件に配慮し，きめ細かく実施又は行う

よう指導し，災害時の避難行動，基本的な防災用資機材の操作方法等の

習熟を図るものとする。

災害時に適切な行動をとるためには，あらかじめ災害知識，災害時の行動基準や関係機関と

の連携について習熟しておくことが重要である。本市では，これまでに市の広報紙等を通じて

防災知識の普及を図ってきた。今後も，洪水ハザードマップ等により居住する地域の災害リス

クや住宅の条件等を考慮した上でとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努め

るとともに，安全な場所にいる人まで避難所等に行く必要がないこと，避難先として安全な親

戚・知人宅等も選択肢としてあること，警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこ

と等の避難に関する情報の意味の理解促進に努めるなど，あらゆる機会を通じて，防災知識の

普及を図る。

また，防災知識の普及に当たっては，要配慮者に十分配慮し，地域において避難行動要支援

者を支援する体制が確立されるように努め，被災時の男女のニーズの違いなど男女双方の視

点に十分配慮し，地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災知識の普及啓発

を推進する。

■防災広報の推進 市民，事業所等に防災知識を普及するために，防災広報を推進する。

広報の内容は次のとおりである。

○ 風水害，雪害及び火山災害対策に対する心得並びに一般知識

○ ３日分以上の備蓄，医薬品，ペット用品等の準備

○ 災害情報の正確な入手方法

○ 救出・救護に関する事項

○ 避難情報の意味と内容の周知

○ 避難場所，避難路，避難方法等避難対策に関する事項

○ 避難行動要支援者への配慮事項等

また，広報手段は次のとおりである。

○ テレビ，ラジオ，新聞，インターネット，ＳＮＳ等の利用

○ 広報紙及び広報車両の利用

○ 映画，ビデオ等による普及

○ パンフレット等の作成及び配布

○ 講習会，講演会等の開催及び訓練の実施

■保育園・学校等の

防災訓練

保育所等，幼稚園及び学校は，災害発生時に適切な行動がとれるよう

避難等の防災訓練を実施する。

災害時に適切な行動をとるためには，あらかじめ災害知識，災害時の行動基準や関係機関と

の連携について習熟しておくことが重要である。本市では，これまでに市の広報紙等を通じて

防災知識の普及を図ってきた。今後も，あらゆる機会を通じて，防災知識の普及を図る。

また，防災知識の普及に当たっては，要配慮者に十分配慮し，地域において避難行動要支援

者を支援する体制が確立されるように努め，被災時の男女のニーズの違いなど男女双方の視

点に十分配慮し，地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災知識の普及啓発

を推進する。

■防災広報の推進 市民，事業所等に防災知識を普及するために，防災広報を推進する。

広報の内容は次のとおりである。

○ 風水害，雪害及び火山災害対策に対する心得並びに一般知識

○ ３日分以上の備蓄，医薬品，ペット用品等の準備

○ 災害情報の正確な入手方法

○ 救出・救護に関する事項

○ 避難勧告等の避難情報の意味と内容の周知

○ 避難場所，避難路，避難方法等避難対策に関する事項

○ 避難行動要支援者への配慮事項等

また，広報手段は次のとおりである。

○ テレビ，ラジオ，新聞，インターネット，ＳＮＳ等の利用

○ 広報紙及び広報車両の利用

○ 映画，ビデオ等による普及

○ パンフレット等の作成及び配布

○ 講習会，講演会等の開催及び訓練の実施
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（略）

（略）

第５節 応急対策のための環境整備

（略）

第５ 物資供給体制の整備

◇現状と方針

（略）

第６節 要配慮者対策のための環境整備

（略）

第３ 要配慮者利用施設の対策

（略）

（略）

■要配慮者利用施設とは

（略）

（略）

第５節 応急対策のための環境整備

（略）

第５ 物資供給体制の整備

◇現状と方針

（略）

第６節 要配慮者対策のための環境整備

（略）

第３ 要配慮者利用施設の対策

（略）

（略）

■要配慮者利用施設とは

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（風－１９）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

災害対策基本法の

改正に伴う修正

■避難行動要支援者

の避難支援の普及

啓発

地域において避難行動要支援者を支援する体制が確立されるよう，避

難行動要支援者の避難支援について普及啓発する。

また，防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援セ

ンター・ケアマネジャー）の連携により，高齢者の避難行動に対する

理解の促進を図る。

○ 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の普及啓発

災害発生時には，流通経済が停止するために物資の入手が困難な被災者に，食料，生活必需品

等を供給する必要がある。

本市では，これに備えて必要な物資の備蓄に努めるほか，大手スーパー等との協定締結による

流通備蓄の活用など，今後も必要に応じた体制整備を推進する。

また，地域内の備蓄物資や物資拠点について物資調達・輸送調整等支援システムにあらかじ

め登録し，供給事業者の保有量と併せ，備蓄量等の把握に努める。

■災害時の生活確保 各施設において，電気・水道等の供給停止に備えて，施設入所

者が最低限度に生活維持に必要な食料，飲料水，医薬品等の備蓄

に努めるとともに，施設の機能の応急復旧等に必要な防災資機材

の整備に努める。特に，病院，要配慮者に関わる社会福祉施設等

の人命に関わる重要施設の管理者は，発災後72時間の事業継続が

可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする。

高齢者施設（介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム），介護老人保健施設，介護療養型医

療施設，認知症対応型共同生活介護（グループホーム），地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム），養護老人ホーム，軽費老人ホーム，生活支

援ハウス，サービス付き高齢者向け住宅，高齢者共同住宅（グループハウス等）），障害児

（者）施設（障害福祉サービス等事業所，地域活動支援センター，障害児通所支援等事業所

（障害児入所施設），日中一時支援事業所，視覚障害者情報提供施設），保育所（認可保育

■避難行動要支援者

の避難支援の普及

啓発

地域において避難行動要支援者を支援する体制が確立されるよう，避

難行動要支援者の避難支援について普及啓発する。

○ 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の普及啓発

災害発生時には，流通経済が停止するために物資の入手が困難な被災者に，食料，生活必需品

等を供給する必要がある。

本市では，これに備えて必要な物資の備蓄に努めるほか，大手スーパー等との協定締結による

流通備蓄の活用など，今後も必要に応じた体制整備を推進する。

■災害時の生活確保 各施設において，食料や物資の備蓄などを整備し，災害時の生

活の確保を行う。

高齢者施設（介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム），介護老人保健施設，介護療養型医

療施設，認知症対応型共同生活介護（グループホーム），地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム），養護老人ホーム，軽費老人ホーム，生活支

援ハウス，サービス付き高齢者向け住宅，高齢者共同住宅（グループハウス等）），障害児

（者）施設（障害福祉サービス等事業所，地域活動支援センター，障害児通所支援等事業所

（障害児入所施設），日中一時支援事業所，視覚障害者情報提供施設），保育所（認可保育
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（略）

第２章 災害応急対策計画 第１節 災害応急体制の確立

（略）

第６ 事務分掌

（略）

■市災対本部の組織図

（略）

■災害対策の事務分掌

（略）

（略）

第２章 災害応急対策計画 第１節 災害応急体制の確立

（略）

第６ 事務分掌

（略）

■市災対本部の組織図

（略）

■災害対策の事務分掌

（略）

（風－２８）

組織変更等に伴う

修正

（風－３０）

組織変更等に伴う

修正

所，認定こども園，地域型保育事業所，私立認可外保育施設，事業所内保育施設，地域保育

所），幼稚園，，小学校，中学校，特別支援学校（盲学校，聾学校，養護学校）病院，診療

所（有床に限る。）及び助産所など

部 班名（平常時の課） 事務分掌

地域振興部
（地域振興
部）

地域振興班
（地域振興課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 部内各班の調整に関すること。

都市計画班
（都市計画課）

１ 危険区域の巡視に関すること。
２ 被災宅地の危険度判定に関すること。

空港整備班
（空港政策課）

１ 空港の被害調査及び応急対策に関すること。

調査部
（税務部）

調査庶務班
（税制課）

１ 部内の総括に関すること。
２ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

３ り災台帳の作成に関すること。
４ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

第１調査班
（市民税課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

第２調査班
（資産税課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

所，認定こども園，地域型保育事業所，私立認可外保育施設，事業所内保育施設，地域保育

所），幼稚園，病院，診療所（有床に限る。），助産所及び特別支援学校（盲学校，聾学

校，養護学校）など

部 班名（平常時の課） 事務分掌

地域振興部

（地域振興部）

地域振興班

（地域振興課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 部内各班の調整に関すること。

都市計画班

（都市計画課）

１ 危険区域の巡視に関すること。

２ 被災宅地の危険度判定に関すること。

空港整備班

（空港事務所）

１ 空港の被害調査及び応急対策に関すること。

調査部

（税務部）

第１調査班

（税制課）

１ 部内の総括に関すること。

２ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関す

ること。

３ り災台帳の作成に関すること。

第２調査班

（市民税課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関す

ること。

２ り災台帳の作成に関すること。
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（略）

（略）

（略）

第２節 情報の収集・伝達

（略）

第１ 災害関連情報の収集・伝達

１ 気象情報等の発表

（略）

(2) 土砂災害警戒情報

旭川地方気象台と上川総合振興局旭川建設管理部は，大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき，
市町村長が避難指示等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう，該当市町村名を明示して
土砂災害警戒情報を発表する。

（略）

(4) 洪水予報（洪水予報指定河川）

（略）

■洪水予報指定河川の基準地点と基準水位

（略）

（略）

（略）

第２節 情報の収集・伝達

（略）

第１ 災害関連情報の収集・伝達

１ 気象情報等の発表

（略）

(2) 土砂災害警戒情報

旭川地方気象台と上川総合振興局旭川建設管理部は，大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき，
市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう，該当市町村名を明示して
土砂災害警戒情報を発表する。

（略）

(4) 洪水予報（洪水予報指定河川）

（略）

■洪水予報指定河川の基準地点と基準水位

（風－３２）

組織変更等に伴う

修正

（風－３６）

災害対策基本法の

改正に伴う修正

（風－３７）

観測所名の変更に

伴う修正

第３調査班
（納税管理課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

第４調査班
（納税推進課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関
すること。

２ り災台帳の作成に関すること。
３ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

環境清掃部
（環境部）

環境庶務班
（環境総務課，廃棄物
政策課，清掃施設整備
課，廃棄物処理課，環
境指導課，クリーンセ
ンター）

１ 部内の総括に関すること。
２ 災害廃棄物（し尿を含む。）の処理方法に関すること。
３ 仮設トイレの設置に関すること。

ごみ収集班
（廃棄物処理課，クリ
ーンセンター）

１ 災害廃棄物（し尿を含む。）の収集運搬に関すること。

ごみ処理班
（廃棄物政策課，廃棄
物処理課，環境指導
課，クリーンセンタ
ー）

１ 災害廃棄物（し尿を含む。）の処理に関すること。。

子育て支援部
（子育て支援
部）

子育て支援班
（子育て支援課，子育
て助成課，こども育成
課，母子保健課，子ど
も総合相談センター，
愛育センター）

１ 部内の総括に関すること。
２ 応急保育に関すること。
３ 園児の安否確認及び保護に関すること。
４ 危険区域の巡視に関すること。
５ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に関
すること。

６ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。
７ 避難所の開設及び管理に関すること（第２非常配備以降）。

水系名 河川名 基準地点
氾濫注意

水位

避難判断

水位

氾濫危険

水位

第３調査班

（資産税課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関す

ること。

２ り災台帳の作成に関すること。

第４調査班

（納税管理課，納税推

進課）

１ 被災家屋及び当該世帯の被害状況の調査及びその総括に関す

ること。

２ り災台帳の作成に関すること。

環境清掃部

（環境部）

環境庶務班

（環境総務課，廃棄物

政策課，廃棄物処理

課，環境指導課，クリ

ーンセンター）

１ 部内の総括に関すること。

２ 災害廃棄物（し尿を含む。）の処理方法に関すること。

３ 仮設トイレの設置に関すること。

ごみ収集班

（廃棄物処理班，クリ

ーンセンター）

１ 災害廃棄物（し尿を含む。）の収集運搬に関すること。

ごみ処理班

（廃棄物政策課，廃棄

物処理課，環境指導

課，クリーンセンタ

ー）

１ 災害廃棄物（し尿を含む。）の処理に関すること。

子育て支援部
（子育て支援
部）

子育て支援班
（子育て支援課，子育
て助成課，こども育成
課，母子保健課，子ど
も総合相談センター，
愛育センター）

１ 部内の総括に関すること。
２ 応急保育に関すること。
３ 園児の安否確認及び保護に関すること。
４ 危険区域の巡視に関すること。
５ 要配慮者及び避難行動要支援者の安否確認並びに保護に関
すること。

６ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

水系名 河川名 基準地点 氾濫注意水位 避難判断水位 氾濫危険水位
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第２ 被害情報の収集・調査・報告

１ 災害情報等の収集・整理

（略）

(3) 被害状況の調査

調査部は，家屋被害に関する情報を収集するとともに，必要に応じて被害調査チームを編成し，災
害現場の巡視を行うなど，家屋被害状況の把握に努める。

（略）

２ 被害調査
(1) 被害の調査

（略）

■部門別調査の担当及び対象

（略）

第３節 広報活動

■対策の体系

（略）

第１ 災害広報活動

旭橋水位観測所 ①対象地区 （左岸）旭川市忠和から永山町13丁目
（右岸）旭川市旭岡から東鷹栖

②対象地区 （左岸）旭川市永山町14丁目から当麻町
（右岸）比布町

第２ 被害情報の収集・調査・報告

１ 災害情報等の収集・整理

（略）

(3) 被害状況の調査

第１～第４調査班は，家屋被害に関する情報を収集するとともに，必要に応じて被害調査チームを
編成し，災害現場の巡視を行うなど，家屋被害状況の把握に努める。

（略）

２ 被害調査
(1) 被害の調査

（略）

■部門別調査の担当及び対象

（略）

第３節 広報活動

■対策の体系

（略）

第１ 災害広報活動

（風－４２）

組織変更等に伴う

修正

（風－４３）

組織変更等に伴う

修正

（風－４６）

組織変更等に伴う

修正

（風－５７）

組織変更等に伴う

石狩川

石狩川上流

旭橋(永山橋下流)水位観測所 106.40ｍ 106.90ｍ 107.70ｍ

旭橋(永山橋上流)水位観測所 106.40ｍ 109.00ｍ 109.40ｍ

伊納水位観測所 92.20ｍ 93.90ｍ 94.90ｍ

石狩川下流 納内水位観測所 58.90ｍ 59.20ｍ 60.10ｍ

忠別川 暁橋水位観測所 210.20ｍ 210.50ｍ 211.00ｍ

美瑛川 西神楽水位観測所 137.80ｍ 139.20ｍ 139.90ｍ

牛朱別川 中央橋水位観測所 109.80ｍ 110.10ｍ 110.30ｍ

調査担当部 調査担当班 調 査 対 象

調査部
調査庶務班，第１～第
４調査班

住家及び当該住家の居住者に係る人的被害

項 目 担 当

第１ 災害広報活

動

１ 災害時の広報
消防部，消防団，広報班，都市交流班，防災

班

２ 避難所における広報

広報班，都市交流班，第１，２避難班，支所

班，第１～６教育班，第２～４特命班，会計

班，調査庶務班，第１～４調査班，子育て支

援班

石狩川

石狩川上流
旭橋水位観測所 106.40ｍ

①106.90ｍ
②109.00ｍ

①107.70ｍ
②109.40ｍ

伊納水位観測所 92.20ｍ 93.90ｍ 94.90ｍ
石狩川下流 納内水位観測所 58.90ｍ 59.20ｍ 60.10ｍ
忠別川 暁橋水位観測所 210.20ｍ 210.50ｍ 211.00ｍ
美瑛川 西神楽水位観測所 137.80ｍ 139.20ｍ 139.90ｍ
牛朱別川 中央橋水位観測所 109.80ｍ 110.10ｍ 110.30ｍ

調査担当部 調査担当班 調 査 対 象

調査部 第１～第４調査班 住家及び当該住家の居住者に係る人的被害

項 目 担 当

第１ 災害広報活

動

１ 災害時の広報
消防部，消防団，広報班，都市交流班，防災

班

２ 避難所における広報

広報班，都市交流班，第１，２避難班，支所

班，第１～６教育班，第２～４特命班，会計

班



旭川市地域防災計画修正案 新旧対照表
新 旧 備考

27

災害が発生し，又は発生するおそれがあるとき，消防部及び消防団は，現場にて避難等の指示を行

う。防災班，広報班及び都市交流班は，ＳＮＳ，広報車等にて避難等の広報を行う。

また，広報班，都市交流班及び避難所担当班等は，避難所にて避難者への広報を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第３節 第１「災害広報活動」に準拠する。

（略）

第８節 避難

■対策の体系

（略）

（略）

第１ 避難活動

災害が発生又は発生するおそれがあるとき，消防部及び消防団は，現場にて避難等の指示を行う。

防災班，広報班及び都市交流班は，ＳＮＳ，広報車等にて避難等の広報を行う。

また，広報班及び都市交流班，第１，２避難班，支所班及び第１～６教育班は，避難所にて避難者

への広報を行う。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第３節 第１「災害広報活動」に準拠する。

（略）

第８節 避難

■対策の体系

（略）

（略）

第１ 避難活動

修正

（風－５７）

組織変更等に伴う

修正

（風－５８）

災害対策基本法の

改正に伴う修正

項 目 担 当

第２ 避難所の開

設・廃止
１ 避難所の開設

防災班，第１，２避難班，支所班，第１～６教

育班，第２～４特命班，会計班，調査庶務班，

第１～４調査班，子育て支援班，施設管理者

２ 避難所開設の広報 広報班，都市交流班

３ 避難者の受入れ

第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，第

２～４特命班，会計班，調査庶務班，第１～４

調査班，子育て支援班

４ 避難所の統合・廃止

第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，第

２～４特命班，会計班，調査庶務班，第１～４

調査班，子育て支援班

第３ 避難所の運

営

１ 避難所運営体制

第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，第

２～４特命班，会計班，調査庶務班，第１～４

調査班，子育て支援班，自主防災組織

２ 食料・物資の供給

第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，第

２～４特命班，会計班，調査庶務班，第１～４

調査班，子育て支援班，食料物資部

３ 避難所設備の設置

第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，第

２～４特命班，会計班，調査庶務班，第１～４

調査班，子育て支援班，建築班

４ 避難所における衛生管

理

第３，４保健班，第１，２避難班，支所班，第

１～６教育班，第２～４特命班，会計班，調査

庶務班，第１～４調査班，子育て支援班

５ 要配慮者への配慮 第２，３，５～９援護班，庁舎・車両班

６ 避難所の警備

第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，第

２～４特命班，会計班，調査庶務班，第１～４

調査班，子育て支援班，交通防災班，警察署

７ 自宅等で生活をする被

災者の把握

第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，第

２～４特命班，会計班，調査庶務班，第１～４

調査班，子育て支援班

項 目 担 当

第２ 避難所の開

設・廃止

１ 避難所の開設

防災班，第１，２避難班，支所班，第１～６

教育班，第２～４特命班，会計班，施設管理

者

２ 避難所開設の広報 広報班，都市交流班

３ 避難者の受入れ
第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，

第２～４特命班，会計班

４ 避難所の統合・廃止
第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，

第２～４特命班，会計班

第３ 避難所の運

営

１ 避難所運営体制
第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，

第２～４特命班，会計班，自主防災組織

２ 食料・物資の供給
第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，

第２～４特命班，会計班，食料物資部

３ 避難所設備の設置
第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，

第２～４特命班，会計班，建築班

４ 避難所における衛生管

理

第３，４保健班，第１，２避難班，支所班，

第１～６教育班，第２～４特命班，会計班

５ 要配慮者への配慮 第２，３，５～９援護班，庁舎・車両班

６ 避難所の警備

第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，

第２～４特命班，会計班，交通防災班，警察

署

７ 自宅等で生活をする被

災者の把握

第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，

第２～４特命班，会計班
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（略）

２ 避難情報の発令等

(1) 避難情報の種類と発令

災害が発生し，又は発生するおそれがあるとき，本部長は，避難を要する地区の避難が必要な住

民等に対し「【警戒レベル３】高齢者等避難」の発令を行う。次に，避難が必要な場合には通常の

避難行動ができる住民に対しては「【警戒レベル４】避難指示」の発令を行う。既に災害が発生し，

又は切迫しているときは，「【警戒レベル５】緊急安全確保」を発令する。

(2) 避難情報の発令により避難が必要な住民等に求める行動

洪水等・土砂災害における避難情報の発令により避難が必要な住民等がとるべき行動等は，次の

とおりである。

（略）

２ 避難情報の発令等

(1) 避難情報の種類と発令

災害が発生し，又は発生するおそれがあるとき，本部長は，避難を要する地区の住民に対し「【警

戒レベル３】避難準備・高齢者等避難開始」の発令を行う。次に，避難が必要な場合には通常の避

難行動ができる住民に対しては「【警戒レベル４】避難勧告」の発令を行う。事態が切迫し，急を

要するとき又は重ねて避難を促す場合は，「【警戒レベル４】避難指示(緊急)」の発令を，既に災

害が発生しているときは，「【警戒レベル５】災害発生情報」を発令する。

(2) 避難情報の発令により住民に求める行動

洪水等・土砂災害における避難情報の発令により立退き避難が必要な住民に求める行動は，次の

とおりである。

（風－５８）

災害対策基本法の

改正に伴う修正

（風－５９）

災害対策基本法の

改正に伴う修正

種 類 避難は必要な住民等がとるべき行動等

【警戒レベル３】

高齢者等避難

●災害のおそれあり

●危険な場所から高齢者等は避難

・高齢者等※１は危険な場所から避難（立退き避難又は屋内安全確保※

２）する。

・高齢者等以外の人も必要に応じ，出勤等の外出を控えるなど普段の行

動を見合わせ始めたり，避難の準備をしたり，自主的に避難したりす

るタイミングである。

・特に，突発性が高く予想が困難な土砂災害の危険性がある区域や急激

な水位上昇のおそれがある河川沿いでは，避難準備が整い次第，当該

災害に対応した指定緊急避難場所へ立退き避難することが強く望まれ

る。

【警戒レベル４】

避難指示

●災害のおそれ高い

●危険な場所から全員避難

・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。

種 類 立退き避難が必要な住民に求める行動

【警戒レベル３】

避難準備・高齢者

等避難開始

高齢者等避難

・避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は立退き避難する。

・その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに，以後の防災気象情

報，水位情報等に注意を払い，自発的に避難を開始することが望まし

い。

・特に，突発性が高く予想が困難な土砂災害の危険性がある区域や急激

な水位上昇のおそれがある河川沿いでは，避難準備が整い次第，当該災

害に対応した指定緊急避難場所へ立退き避難することが強く望まれる。

【警戒レベル４】

避難勧告

避難指示（緊急）

全員避難

・指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難行動をとる。

・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに立退き避難

する。

・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかね

ないと自ら判断する場合には，「近隣の安全な場所」※１への避難

や，少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として，「屋内安全確

保」※２を行う。

＜市から避難指示（緊急）が発令された場合＞

・災害が発生するおそれが極めて高い状況等となっており，緊急に避難

する。

・指定緊急避難場所への立退き避難に限らず，「近隣の安全な場所」

※１への避難や，少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として，

「屋内安全確保」※２を行う。

・避難指示（緊急）は，地域の状況に応じて緊急的又は重ねて避難を

促す場合などに発令されるものであり，必ず発令されるものではない

ことに留意する。
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※１ 高齢者等：避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障

害のある人等，及びその人の避難を支援する人。

※２ 屋内安全確保：上階への垂直避難や高層階に留まること等により，屋内で身の安全を確

保すること。

注 突発的な災害の場合，避難情報の発令が間に合わないこともあるため，自ら警戒レベル相当情報

等を確認し避難の必要性を判断するとともに，身の危険を感じたら躊躇なく自発的に避難する。

(3) 洪水等の避難情報の発令判断基準

避難情報の発令に当たっては，次の内容を判断の基準とするが，河川状況や気象状況等も含めて

総合的に判断する。

※１ 近隣の安全な場所：指定緊急避難場所ではないが，近隣のより安全な場所・建物等

※２ 屋内安全確保：その時点に居る建物内において，より安全な部屋等への移動注 突発的な災害の

場合，避難勧告等の発令が間に合わないこともあるため，自ら警戒レベル相当情報等を確認し避難の必

要性を判断するとともに，身の危険を感じたら躊躇なく自発的に避難する。

(3) 洪水等の避難情報の発令判断基準

避難情報の発令に当たっては，次の内容を判断の基準とするが，河川状況や気象状況等も含めて

総合的に判断する。

（風－５９）

災害対策基本法の

改正に伴う修正

（風－６１）

災害対策基本法の

改正に伴う修正

【警戒レベル５】

緊急安全確保

●災害発生又は切迫

●直ちに安全確保

・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場

合，近隣の堅固な建物へ退避する等，命を守るための最善の行動をと

る。

・市が災害発生を確実に把握できるものではないため，災害が発生した

場合に，必ず発令されるものではないことに留意する。

区分

種類
洪水予報指定河川 水位周知河川 左記以外の中小河川，内水等

【警戒レ

ベル３】

高齢者等

避難

○ 氾濫警戒情報（警

戒レベル３相当情報

［洪水］）が発表さ

れた場合。

○ 洪水警報が発表さ

れた場合。

○ 避難判断水位（レ

ベル３水位）に到達

した場合。

○ 大雨警報（浸水害）及び

洪水警報が発表された場

合。

○ 近隣での浸水，河川の増

水により浸水の危険が高い

と判断された場合。

〇 水門操作が予測される場

合

○ 軽微な漏水・浸食等が発見された場合。

○ 高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が，夜間から

明け方に接近・通過することが予想される場合。

【警戒レ

ベル４】

避難指示

○ 氾濫危険情報（警

戒レベル４相当情報

［洪水］）が発表さ

れた場合。

○ 氾濫危険水位（レ

ベル４水位）に到達

した場合。

○ 近隣での浸水が拡大して

いる場合。

○ 排水先の河川の水位が高

くなり，排水ポンプの運転

停止水位に到達することが

見込まれる場合。

○ 水門の閉扉が予測される

場合

【警戒レベル５】

災害発生情報

災害発生

・既に災害が発生している状況であり，命を守るための最善の行動をと

る。

・市が災害発生を確実に把握できるものではないため，災害が発生した

場合に，必ず発令されるものではないことに留意する。

区分

種類
洪水予報指定河川 水位周知河川 左記以外の中小河川，内水等

【警戒レ

ベル３】

避難準

備・高齢

者等避難

開始

○ 氾濫警戒情報（警

戒レベル３相当情報

［洪水］）が発表さ

れた場合。

○ 洪水警報が発表さ

れた場合。

○ 避難判断水位（レ

ベル３水位）に到達

した場合。

○ 大雨警報（浸水害）及び

洪水警報が発表された場

合。

○ 近隣での浸水，河川の増

水により浸水の危険が高い

と判断された場合。

〇 水門操作が予測される場

合

○ 軽微な漏水・浸食等が発見された場合。

○ 避難準備・高齢者等避難開始の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風

等が，夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合。

【警戒レ

ベル４】

避難勧告

○ 氾濫危険情報（警

戒レベル４相当情報

［洪水］）が発表さ

れた場合。

○ 氾濫危険水位（レ

ベル４水位）に到達

した場合。

○ 近隣での浸水が拡大して

いる場合。

○ 排水先の河川の水位が高

くなり，排水ポンプの運転

停止水位に到達することが

見込まれる場合。

○ 水門の閉扉が予測される

場合

○ 異常な漏水・浸食等が発見された場合。

○ 避難勧告の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が，夜間から明け

方に接近・通過することが予想される場合。

避難指示

（緊急）

○ 氾濫危険水位を越

えた状態で，計画高

水位に到達するおそ

れが高い場合。

○ 計画高水位に到達

するおそれが高い場

合。

○ 近隣で浸水が床上に及ん

でいる場合。

○ 排水先の河川の水位が高

くなり，排水ポンプの運転

を停止，水門を閉鎖した場

合。
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（略）

(6) 避難情報の伝達

（略）

■避難時の伝達事項

（略）

(3) 解除

本部長は，災害による危険がなくなったと判断されるときには，避難情報を解除し，住民に周知

するとともに，速やかにその旨を知事（総合振興局長）に報告する。

■避難指示等の発令権者及び要件

（略）

(6) 避難情報の伝達

（略）

■避難時の伝達事項

（略）

(3) 解除

本部長は，災害による危険がなくなったと判断されるときには，避難情報を解除し，住民に周知

するとともに，速やかにその旨を知事（総合振興局長）に報告する。

■避難の勧告・指示等の発令権者及び要件

（略）

（風－６１）

災害対策基本法の

改正に伴う修正

（風－６６）

組織変更等に伴う

修正

○ 異常な漏水・浸食等が発見された場合。

○ 避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が，夜間から明け

方に接近・通過することが予想される場合。

【警戒レ

ベル５】

緊急安全

確保

○ 氾濫発生情報（警

戒レベル５相当情報

［洪水］）が発表さ

れた場合。

○ 決壊や越水・溢水が発生した場合。

○ 避難を要する事由 ○ 避難情報の対象区域

○ 避難先 ○ 避難経路

○ 避難時の服装，携行品等 ○ 避難行動における注意事項

根拠法令 措置 発令権者 発令要件

災
害
対
策
基
本
法

第 56条

警報の伝達

及び警告

（高齢者等

避難）

市長

災害により人的被害の発生のおそれがあ

り，避難行動要支援者(高齢者等)など，特に
避難行動に時間を要する者が避難行動を開

始する必要が認められるとき。

第 60条
避難指示及

び緊急安全

確保

市長

災害が発生し，又は発生するおそれがある

場合において，市民の生命又は身体を災害

から保護し，その他災害の拡大を防止する

ため特に必要があると認めるとき。

知事

災害の発生により市長がその全部又は大部

分の事務を行うことができなくなったと

き。

○ 異常な漏水・浸食の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊のおそれが高ま

った場合。

○ 樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合。

【警戒レ

ベル５】

災害発生

情報

○ 氾濫発生情報（警

戒レベル５相当情報

［洪水］）が発表さ

れた場合。

○ 決壊や越水・溢水が発生した場合。

○ 避難を要する事由 ○ 避難勧告・指示の対象区域

○ 避難先 ○ 避難経路

○ 避難時の服装，携行品等 ○ 避難行動における注意事項

根拠法令 措置 発令権者 発令要件

災
害
対
策
基
本
法

第 56条

警報の伝達

及び警告

（避難準

備・高齢者

等避難開

始）

市長

災害により人的被害の発生のおそれがあ

り，避難行動要支援者(高齢者等)など，特に
避難行動に時間を要する者が避難行動を開

始する必要が認められるとき。

第 60条

避難勧告

及び

避難指示

(避難指示(緊
急)・災害発
生情報)

市長

災害が発生し，又は発生するおそれがある

場合において，市民の生命又は身体を災害

から保護し，その他災害の拡大を防止する

ため特に必要があると認めるとき。

知事

災害の発生により市長がその全部又は大部

分の事務を行うことができなくなったと

き。

第 61条 避難指示 警察官

市長が避難のための立退きを指示すること

ができないと認められるとき。

市長から要求があったとき。
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（略）

第９節 生活救援

■対策の体系

（略）

（略）

第１３節 防疫・清掃

■対策の体系

（略）

（略）

第９節 生活救援

■対策の体系

（略）

（略）

第１３節 防疫・清掃

■対策の体系

（略）

（略）

第６ 動物対策

第４保健班は，平常時と同様に飼い主が不明なペットを旭川市動物愛護センターあにまあるに収容

する。

また，避難者がペットを同行して避難した場合，第１，２避難班，支所班，第１～６教育班，第２

（風－７４）

組織変更等に伴う

修正

（風－７５）

組織変更等に伴う

修正

（風－８０）

組織変更等に伴う

修正

第 61条 避難指示 警察官

市長が避難のための立退きを指示すること

ができないと認められるとき。

市長から要求があったとき。

項 目 担 当

第２ 食料の供給

１ 備蓄食料の活用 庁舎・車両班

２ 食料の確保

食料物資部，農政部，第１，２避難班，支

所班，第１～６教育班，第２～４特命班，

会計班，調査庶務班，第１～４調査班，子

育て支援班

３ 食料の供給

食料物資部，庁舎・車両班，第１，２避難

班，支所班，第１～６教育班，第２～４特

命班，会計班，調査庶務班，第１～４調査

班，子育て支援班

４ 炊き出し 食料物資部

第３ 生活必需品

の供給

１ 備蓄品の活用 庁舎・車両班

２ 生活必需品の確保 食料物資部

３ 生活必需品の供給

食料物資部，庁舎・車両班，第１，２避難

班，支所班，第１～６教育班，第２～４特

命班，会計班，調査庶務班，第１～４調査

班，子育て支援班

項 目 担 当

第６ 動物対策

１ 放浪動物への対応 第４保健班

２ ペット同行避難への対応

第１，２避難班，支所班，第１～６教

育班，第２～４特命班，会計班，調査

庶務班，第１～４調査班，子育て支援

班

３ 被災動物救護本部の活動 第４保健班

項 目 担 当

第２ 食料の供給

１ 備蓄食料の活用 庁舎・車両班

２ 食料の確保

食料物資部，農政部，第１，２避難班，支

所班，第１～６教育班，第２～４特命班，

会計班

３ 食料の供給

食料物資部，庁舎・車両班，第１，２避難

班，支所班，第１～６教育班，第２～４特

命班，会計班

４ 炊き出し 食料物資部

第３ 生活必需品

の供給

１ 備蓄品の活用 庁舎・車両班

２ 生活必需品の確保 食料物資部

３ 生活必需品の供給
食料物資部，庁舎・車両班，第１，２避難

班，支所班，第１～６教育班

項 目 担 当

第６ 動物対策

１ 放浪動物への対応 第４保健班

２ ペット同行避難への対応 第１，２避難班

３ 被災動物救護本部の活動 第４保健班
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第６ 動物対策

第４保健班は，平常時と同様に飼い主が不明なペットを旭川市動物愛護センターあにまあるに収容

する。

また，避難者がペットを同行して避難した場合，避難所担当班等は，避難所のグラウンド等にペッ

ト専用のスペースを確保する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第12節 第６「動物対策」に準拠する。

（略）

第１７節 文教・保育対策

■対策の体系

（略）

（略）

第１８節 要配慮者対策

■対策の体系

（略）

～４特命班，会計班は，避難所のグラウンド等にペット専用のスペースを確保する。

対策の内容は，震災対策編 第２章 第12節 第６「動物対策」に準拠する。

（略）

第１７節 文教・保育対策

■対策の体系

（略）

（略）

第１８節 要配慮者対策

■対策の体系

（略）

（略）

第２２節 火山災害対策

（略）

（風－８２）

組織変更等に伴う

修正

（風－８７，８

８）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正（気象庁の資料

と文言の整合を図

る）

項 目 担 当

第２ 応急教育

１ 児童，生徒等の安否確認 第２教育班

２ 避難所開設への協力

第１，２避難班，支所班，第１～６教

育班，第２～４特命班，会計班，調査

庶務班，第１～４調査班，子育て支援

班

３ 応急教育活動 第２教育班

４ 学校施設の応急復旧 第１教育班

項 目 担 当

第１ 要配慮者へ

の対応

１ 避難行動要支援者の安

全確認
第２，３，５～９援護班

２ 避難所での支援

第２，３，５～９援護班，広報班，都市交流

班，第１，２避難班，支所班，第１～６教育

班，調査庶務班，第１～４調査班，子育て支

援班

３ 被災した在宅の避難行

動要支援者への支援
第２，３，５～９援護班

４ 仮設住宅での支援 第２，３，５～９援護班

第３ 外国人への

対応

１ 外国人への広報 都市交流班

２ 外国人への援助

都市交流班，第１，２避難班，支所班，第１

～６教育班，第２～４特命班，会計班，調査

庶務班，第１～４調査班，子育て支援班

項 目 担 当

第２ 応急教育

１ 児童，生徒等の安否確認 第２教育班

２ 避難所開設への協力 第１，２避難班，第１～３教育班

３ 応急教育活動 第２教育班

４ 学校施設の応急復旧 第１教育班

項 目 担 当

第１ 要配慮者へ

の対応

１ 避難行動要支援者の安

全確認
第２，３，５～９援護班

２ 避難所での支援
第２，３，５～９援護班，広報班，都市交流

班，第１，２避難班，支所班

３ 被災した在宅の避難行

動要支援者への支援
第２，３，５～９援護班

４ 仮設住宅での支援 第２，３，５～９援護班

第３ 外国人への

対応

１ 外国人への広報 都市交流班

２ 外国人への援助 第１，２避難班，都市交流班
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（略）

第２２節 火山災害対策

（略）

第１ 情報の収集・伝達

１ 火山情報の収集

（略）

■気象庁が発表する火山に関する情報

第１ 情報の収集・伝達

１ 火山情報の収集

（略）

■気象庁が発表する火山に関する情報

（風－８９）

追加

情報名 概要

噴火警報(火口周
辺)・噴火警報(居
住地域)

噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山現象(大きな噴石，火砕流融
雪型火山泥流等，発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し，避難

までの時間的猶予がほとんどない火山現象)の発生が予想される場合やそ
の危険が及ぶ範囲の拡大が予想される場合に火山名，「警戒が必要な範

囲」(生命に危険を及ぼす範囲)を明示して発表。
「警戒が必要な範囲」が居住地域まで及ぶ場合は「噴火警報(居住地
域)」，火口周辺に限られる場合は「噴火警報(火口周辺)として発表。
「噴火警報(居住地域)」は，警戒が必要な居住地域を含む市町村に対す
る火山現象特別警報に位置付けられる。

噴火予報
火山活動の状況が静穏である場合，あるいは火山活動の状況が噴火警報

に及ばない程度と予想される場合に発表。

火山の状況に関

する解説情報

噴火警戒レベルの引き上げ基準に現状達していないが，噴火警戒レベル

を引き上げる可能性があると判断した場合には，火山の状況に関する解

説情報（臨時）」を発表。また，現状，噴火警戒レベルを引き上げる可

能性は低いが，火山活動に変化がみられるなど，火山活動の状況を伝え

る必要がある場合等には，「火山の状況に関する解説情報」を発表。

噴火に関する火

山観測報

噴火が発生したことや，噴火に関する情報（噴火の発生時刻・噴煙高

度・噴煙の流れる方向・噴火に伴って観測された火山現象等）を噴火後

直ちに発表。

情報名 概要

噴火警報
火口周辺警報
噴火予報

噴火警報は，生命に危険を及ぼす火山現象の発生やその拡大が予想され
る場合に「警戒が必要な範囲」を明示して発表される。また，噴火警報
を解除する場合等には火口周辺警報，噴火予報が発表される。噴火警戒
レベルが運用されている火山では，各火山防災協議会で合意された避難
計画の避難開始時期・避難対象地域の設定に基づき，気象庁が噴火警戒
レベルを付して，噴火警報・予報を発表する。

火山の状況に関
する解説情報

火山性地震や微動の回数，噴火等の状況や警戒事項について，必要に応
じて解説情報が発表される。

噴火に関する火
山観測報

噴火発生時に，発生時刻や噴煙高度等を発表する。
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■降灰予報で使用する降灰量階級表

（事－１）

追加

（事－４）

組織変更等に伴う

修正

降灰予報

○ 降灰予報（定時）

・噴火警報発表中の火山で，噴火により人々の生活等に影響を及ぼす

降灰が予想される場合に，定期的(３時間毎)に発表。
・18時間先（３時間区切り）までに噴火した場合に予想される，降灰
範囲や小さな噴石の落下範囲を提供。

○ 降灰予報（速報）

・噴火の発生を通報する「噴火に関する火山観測報」を受けて発表。

・降灰予報(定時)を発表中の火山では，降灰への防災対応が必要とな
る「やや多量」以上の降灰が予想された場合に発表。

・降灰予報(定時)が未発表の火山では，噴火に伴う降灰域を速やかに
伝えるため，予想された降灰が「少量」のみであっても必要に応じ

て発表。

・事前計算された降灰予報結果から適切なものを抽出することで，噴

火後速やかに（５～10分程度で）発表。
・噴火発生から1時間以内に予想される，降灰量分布や小さな噴石の
落下範囲を提供。

○ 降灰予報（詳細）

・噴火の観測情報（噴火時刻，噴煙高など）を用いて，より制度の高

い降灰予測計算を行って発表。

・降灰予報(定時)を発表中の火山では，降灰への防災対応が必要とな
る「やや多量」以上の降灰が予想された場合に発表。

・降灰予報(定時)が未発表の火山では，噴火に伴う降灰域を速やかに
伝えるため，予想された降灰が「少量」のみであっても必要に応じ

て発表。

・降灰予報(速報)を発表した場合には，予想降灰量によらず，降灰予
報(詳細)も発表。
・降灰予測計算結果に基づき，噴火後20～30分程度で発表。
・噴火発生から６時間先まで(１時間ごと)に予想される降灰量分布
や，降灰開始時刻を提供。

火山ガス予報
居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に，

火山ガスの濃度が高まる可能性のある地域を発表。

月間火山概況
前月１か月間の火山活動の状況等を取りまとめた資料。毎月上旬に全国

版と各地方版を発表。

名
称

表現例 影響ととるべき行動

その他の影響厚さ
キーワード

イメージ
人 道路

路面 視界

多
量

1mm以上
【外出を控える】

完全に
覆われ
る

視界不
良とな
る

外出を控える

慢性のぜんそくや慢
性閉塞性肺疾患（肺
気腫など）が悪化し
健康な人でも目・
鼻・のど・呼吸器な
どの異常を訴える人
が出始める

運転を控える

降ってくる火山灰や
積もった火山灰をま
きあげて視界不良と
なり，通行規制や速
度制限等の影響が生
じる

がいしへの火
山灰付着によ
る停電発生や
上水道の水質
低下及び給水
停止のおそれ
がある

や
や
多
量

0.1mm以
上

1mm未満

白線が
見えに
くい

明らか
に降っ
ている

マスク等で防護

喘息患者や呼吸器疾
患を持つ人は症状悪
化のおそれがある

徐行運転する

短時間で強く降る場
合は視界不良のおそ
れがある

稲などの農作
物が収穫でき
なくなった
り，鉄道のポ
イント故障等

降灰予報

○ 降灰予報（定時）
・噴火警戒レベルが上がるなど，活動が高まり噴火の可能性が高い火
山に対して，噴火の発生に関わらず一定規模の噴火を仮定して定期
的に発表する。

・18時間先（３時間区切り）までに噴火した場合に予想される，降灰
範囲や小さな噴石の落下範囲を提供する。

○ 降灰予報（速報）
・噴火の発生を通報する「噴火に関する火山観測報」を受けて，事前
計算された降灰予報結果から適切なものを抽出することで，噴火後
速やかに（５～10分程度で）発表する。

・噴火発生から1時間以内に予想される，降灰量分布や小さな噴石の
落下範囲を提供する。

○ 降灰予報（詳細）
・噴火の観測情報（噴火時刻，噴煙高など）を用いて，より精度の高
い降灰予測計算に基づき，噴火後20～30分程度で発表する。

・噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想される降灰量分布
や，降灰開始時刻を提供する。

○ 降灰量の表現
降灰量を降灰の厚さによって「多量（1mm以上）」「やや多量

（0.1mm以上1mm未満）」「少量（0.1mm未満）」の３階級に区分
する。

火山ガス予報
居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に，
火山ガスの濃度が高まる可能性のある地域を発表する。

週間火山概況
月間火山概況

過去の火山活動の状況をとりまとめ，１週間ごと又は１ヶ月ごとに発表
する。
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（略）

事故災害対策編 第１節 事故災害に対する体制

（略）

第１ 基本方針

（略）

■大規模事故の種類

（略）

第２節 航空災害対策

（略）

第２ 災害予防計画

（略）

２ 協力，応援体制の整備
航空災害に関しては，市だけで対応することは難しく，道，北海道エアポート株式会社旭川空港
事業所，旭川空港ビル株式会社，航空会社，関係機関等との連携が不可欠であるため，災害時に迅
速に対応できる協力・応援体制を整備する。

３ 訓練の実施
北海道エアポート株式会社旭川空港事業所は，「旭川空港及びその周辺における消火救難活動に
関する協定」に基づき，旭川市消防本部及び大雪消防組合と連携し，緊急事態における消火及び救
難活動を円滑に行うため，総合訓練を定期的に実施する。
また，「旭川空港医療救護活動に関する協定書」に基づき，北海道エアポート株式会社旭川空港
事業所は，旭川市医師会と連携し，消火救難訓練を実施する。

第３ 災害応急対策計画

（略）

２ 情報収集・伝達
(1) 連絡系統

（略）

事故災害対策編 第１節 事故災害に対する体制

（略）

第１ 基本方針

（略）

■大規模事故の種類

（略）

第２節 航空災害対策

（略）

第２ 災害予防計画

（略）

２ 協力，応援体制の整備
航空災害に関しては，市だけで対応することは難しく，道，旭川空港ビル株式会社，航空会
社，関係機関等との連携が不可欠であるため，災害時に迅速に対応できる協力・応援体制を整備
する

３ 訓練の実施
市は，「旭川空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定」に基づき，大雪消防組合と
連携し，緊急事態における消火及び救難活動を円滑に行うため，総合訓練を定期的に実施する。

また，「旭川空港医療救護活動に関する協定書」に基づき，市は，旭川市医師会と連携し，消火
救難訓練を実施する。

第３ 災害応急対策計画

（略）

２ 情報収集・伝達
(1) 連絡系統

（事－５）

組織変更等に伴う

修正

【注意】 道路の白線が見えな
くなるおそれがある
(およそ 0.1～0.2mm)
で鹿児島市は除灰作
業を開始

により運転見
合わせのおそ
れがある

少
量

0.1mm未
満

うっす
ら積も
る

降って
いるの
がよう
やくわ
かる

窓を閉める

火山灰が衣服や身体
に付着する
目に入ったときは痛
みを伴う

フロントガラスの除灰

火山灰がフロントガ
ラスなどに付着し，
視界不良の原因とな
るおそれがある

航空機の運航
不可※

○ 航空機の墜落・炎上等の事故
○ 鉄道事故
○ 道路災害
○ 危険物の漏出，爆発，炎上
○ 大規模な火災
○ 林野火災
○ 大規模な停電

○ 航空機の墜落・炎上等の事故
○ 鉄道事故
○ 道路災害
○ 危険物の漏出，爆発，炎上
○ 大規模な火災
○ 林野火災
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（略）

■連絡系統（旭川空港区域内及びその周辺で発生した場合）

■連絡系統（本市行政区域内で発生した場合）

（略）

４ 災害広報，情報提供
(1) 市民等への広報
市又は北海道エアポート株式会社旭川空港事業所は，市民，旅客等に対し，事故発生状況や地域へ
の影響等について，報道機関を通じ，又はＳＮＳ，広報車等にて広報を行う。

（略）

(2) 被災者の家族等への情報提供
市又は北海道エアポート株式会社旭川空港事業所は，被災者の家族等からの問合せに対応する体
制を整え，次の事項について，適切に提供する｡

（略）

（略）

■連絡系統（旭川空港区域内及びその周辺で発生した場合）

■連絡系統（本市行政区域内で発生した場合）

（略）

４ 災害広報，情報提供
(1) 市民等への広報
市は，市民，旅客等に対し，事故発生状況や地域への影響等について，報道機関を通じ，又はＳＮ
Ｓ，広報車等にて広報を行う。

（略）

(2) 被災者の家族等への情報提供
市は，被災者の家族等からの問い合わせに対応する体制を整え，次の事項について，適切に提供す
る｡

（略）

（事－６）

組織変更等に伴う

修正

（事－７）

組織変更等に伴う

修正

（事－１８）

北海道地域防災計

画の修正に伴う追

加

（事－２９）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

旭川市 地域振興部長 防災安全部長 市長・副市長

各部長

東京航空局旭川空港出張所

北海道エアポート(株)旭川空港事業所

上川総合振興局（地域政策課）

国（消防

北海道警察本部

北海道（危機対策局）

警察署

旭川空港ビル（株）

旭川市医師会，旭川医科大学病院

東神楽町（総務課）

旭川市消防本部，大雪消防組合東消防署

空港消防隊

（情報交換）

国土交通省航空局，東京航空局

航空運送事業者

発見者 警察署

近隣消防機関

当該航空運送事業者

国（消防庁）

旭川市

(消防本部)
上川総合振興局

（地域政策課）

北海道エアポート(株)旭川空港事業所

東京航空局旭川空港出張所

北海道

北海道警察本部

旭川市

(防災課)

旭川市

（空港政策課）

旭川市 地域振興部長 防災安全部長 市長・副市長

各部長

東京航空局旭川空港出張所

旭川市（旭川空港事務所）

上川総合振興局（地域政策課）

国（消防

北海道警察本部

北海道（危機対策局）

警察署

旭川空港ビル（株）

旭川市医師会，旭川医科大学病院

東神楽町（総務課）

旭川市消防本部，大雪消防組合東消防署

空港消防隊

航空機安全運航支援センター

（情報交換）

国土交通省航空局，東京航空局

航空運送事業者

発見者 警察署

近隣消防機関

当該航空運送事業者

国（消防庁）

旭川市

(消防本部)
上川総合振興局

（地域政策課）

旭川市（旭川空港事務所）

東京航空局旭川空港出張所

北海道

北海道警察本部

旭川市

(防災課)
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８ 医療救護活動
市又は北海道エアポート株式会社旭川空港事業所は，旭川市医師会等と連携して救護所を設置し，
救出現場から救護所まで負傷者を搬送し，トリアージ及び応急処置を行う。医療施設への搬送が必要
な場合，道等と連携し，救急車又はヘリコプターで搬送する。

９ 遺体の収容等
市又は北海道エアポート株式会社旭川空港事業所は，東神楽町と連携し，被災地付近の公共施設等
に遺体安置所を開設する。
また，事故機内等で発見した遺体を遺体安置所に収容し，警察による検視及び医師による検案を行
い，身元確認と身元引受け者の発見に努める。

（略）

【参考】
旭川空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定

（略）

第５節 危険物等災害対策

（略）

第２ 災害予防計画

（略）

３ 事業者による対策
危険物等災害の発生を未然に防止するため，危険物等の貯蔵・取扱い等を行う事業者がとるべ

き対応は次のとおりとする｡
(1) 消防法の定める設備基準，保安基準を遵守するとともに，予防規程の作成，従業者に対する保
安教育の実施，自衛消防組織の設置，危険物保安監督者の選任等による自主保安体制の確立を図
るものとする｡
(2) 危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の該当性並びに被害
想定の確認を行うとともに，確認の結果，風水害により危険物等災害の拡大が想定される場合
は，防災のため必要な措置の検討や，応急対策に係る計画の作成等の実施に努めるものとする。
(3) 危険物の流出その他の事故が発生したときは，直ちに，流出及び拡散の防止，危険物の除去その
他災害の発生の防止のための応急の措置を講じるとともに，消防機関，警察へ通報するものとす
る｡

（略）

第８節 大規模停電災害対策

（略）

第２ 予防対策計画

関係機関は，それぞれの組織を通じて相互に協力するとともに，大規模停電災害を未然に防止し，
または被害を軽減するため，必要な対策を実施する｡

１ 北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社
(1) 電力施設及び設備被害の軽減，復旧の迅速化を図るため，別に定める「防災業務計画」によって
両社一体となり災害予防措置を講ずる｡

（略）

８ 医療救護活動
市は，旭川市医師会等と連携して救護所を設置し，救出現場から救護所まで負傷者を搬送し，トリ
アージ及び応急処置を行う。医療施設への搬送が必要な場合，道等と連携し，救急車又はヘリコプタ
ーで搬送する。

９ 遺体の収容等
市は，東神楽町と連携し，被災地付近の公共施設等に遺体安置所を開設する。

また，事故機内等で発見した遺体を遺体安置所に収容し，警察による検視及び医師による検案を行
い，身元確認と身元引受け者の発見に努める。

（略）

【参考】
旭川空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定
旭川空港医療救護活動に関する協定書

（略）

第５節 危険物等災害対策

（略）

第２ 災害予防計画

（略）

（新規）

（略）

第８節 大規模停電災害対策

（略）

第２ 予防対策計画

関係機関は，それぞれの組織を通じて相互に協力するとともに，大規模停電災害を未然に防止し，
または被害を軽減するため，必要な対策を実施する｡

１ 北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社
(1) 電力施設及び設備被害の軽減，復旧の迅速化を図るため，別に定める「防災業務計画」によって
災害予防措置を講ずる｡

（略）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（事－３１）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正

（事－３２）

北海道地域防災計

画の修正に伴う修

正
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２ 関係機関

（略）

(6) 大規模な災害発生のおそれがある場合，それぞれが所有する電源車，発電機等の配備状況等を確認の
上，リスト化するよう努める。

（略）

第３ 応急対策計画

（略）

３ 応急活動体制

（略）

(4) 北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社
ア 電力施設及び設備被害の軽減，復旧の迅速化を図るため，別に定める「防災業務計画」によっ
て両社一体となって災害応急対策を講ずる。
イ 早期の停電復旧活動を行うために，防災体制を発令，対策要員を招集し，非常事態対策組織を
設置して非常災害対策活動を実施する。
ウ 大規模な災害が発生し，北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社のみで早
期停電解消が困難な場合に備え，関係機関及び他電力会社との連携・協力体制も整備する。

（略）

８ 応急電力対策
（1）緊急的な電力供給
北海道電力ネットワーク株式会社は，道や市町村等と優先度を協議の上，関係機関，医療機関，避
難施設等へ発電機車などによる緊急的な電力供給を行う｡

（略）

２ 関係機関

（略）

（新規）

（略）

第３ 応急対策計画

（略）

３ 応急活動体制

（略）

(4) 北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社
ア 電力施設及び設備被害の軽減，復旧の迅速化を図るため，別に定める「防災業務計画」によっ
て災害応急対策を講ずる。
イ 早期の停電復旧活動を行うために，防災体制を発令，対策要員を招集し，非常事態対策組織を
設置して非常災害対策活動を実施する。
ウ 大規模な災害が発生し，北海道電力株式会社，北海道電力ネットワーク株式会社で早期停電解
消が困難な場合に備え，関係機関及び他電力会社との連携・協力体制も整備する。

（略）

８ 応急電力対策
（1）緊急的な電力供給
北海道電力株式会社，北海道電力ネットワーク株式会社は，道や市町村等と優先度を協議の上，関
係機関，避難施設等へ発電機車などによる緊急的な電力供給を行う｡

（略）


